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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年１０月２０日（木）午前９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後４時４７分　散会

１．場所

３０１会議室

１．出席委員
委 員 長 野口　博  副委員長 川端福江  委　　員 村上英明
委　　員 三宅秀明  委　　員 上村高義  委　　員 三好義治

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
市長公室長兼会計管理者　乾　富治　　　秘書課長　池上　彰
政策推進課長　山口　猛　　人事課長　石原幸一郎　　　
人権女性政策課長　牛渡長子　　同課参事　中村実彦
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野　人士
同部参事　山口　繁 総務課長兼選挙管理委員会事務局長　日垣　智之
防災管財課長　西川　聡　　情報政策課長　柳瀬哲宏 市民税課長　川崎　敏康
固定資産税課長　中西利之　納税課長　野村眞二　 工事検査室長　宮木茂実
会計室長　小谷田　博子
監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　豊田拓夫
消防長　北居　一 消防本部次長兼消防署長　熊野　誠
総務課長　納家浩二 同課参事　木下正雄 警備第１課長　樋上繁昭
同課参事　松田俊也 警備第２課長　明原　修 同課参事　堤　仁志
予防課長代理　橋本雅昭

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局総括参与　野杁雄三

１．審査案件（審査順）
認定第１号　平成２２年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件分所管分
認定第５号　平成２２年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前９時５９分　開会）

○野口博委員長　ただいまから総務常任

委員会を開会します。

　最初に理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。ここ

数日、すばらしい秋晴れが続いておりま

すけれども、各委員におかれては、いろ

んな行事でお忙しい中、きょうは常任委

員会をお持ちいただきまして、大変あり

がとうございます。

　本日は、平成２２年度の歳入歳出決算、

この所管分のご審査をいただくわけでご

ざいますけれども、どうぞ慎重審査の上、

ご認定いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

　一たん中座いたしますが、どうぞ最後

までよろしくお願いいたします。

○野口博委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は村上委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、最初に認

定第１号所管分の審査を行い、次に認定

第５号の審査を行うことに異議はありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　異議なしと認め、その

ように決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時　　　休憩）

（午前１０時１分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明をお願いします。

　有山総務部長。

○有山総務部長　平成２２年度摂津市一

般会計歳入歳出決算のうち、総務費等に

係る部分につきまして、目を追って主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。

　まず歳入ですが、２６ページ、款１、

市税、項１、市民税、目１、個人は、前

年度に比べ７．８％、３億４，２６５万

１，５２６円の減額となっています。こ

れは、個人所得の減少による個人所得割

が、減収となったことなどによるもので

ございます。

　目２、法人は、前年度に比べ１１．９

％、１億７，７９７万３１２円の増額と

なっています。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、前年度に比べ１．０％、８，８８１

万１，８５８円の増額となっています。

　項３、軽自動車税、目１、軽自動車税

は、前年度に比べ２．０％、１６２万３，

６９３円の増額となっています。

　項４、市たばこ税、目１、市たばこ税

は、前年度に比べ２４．３％、４億９，

２７９万４，２７５円の増額となってい

ます。

　項５、都市計画税、目１、都市計画税

は、前年度に比べ１．０％、１，５５３

万２，１７５円の増額となっています。

　款２、地方譲与税、項１、地方揮発油

譲与税、目１、地方揮発油譲与税は、前

年度に比べ７６．９％、２，１８９万８，

０００円の増額となっています。

　項２、自動車重量譲与税、目１、自動

車重量譲与税は、前年度に比べ５．９％、

７６３万円の減額となっています。

　２８ページ、項３、地方道路譲与税、

目１、地方道路譲与税は、前年度に比べ

９９．９％、１，９５６万２，３１６円

の減額となっています。

　款３、利子割交付金、項１、利子割交

付金、目１、利子割交付金は、前年度に

比べ５．５％、３５０万３，０００円の

減額となっています。

　款４、配当割交付金、項１、配当割交
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付金、目１、配当割交付金は、前年度に

比べ１９．５％、４６７万３，０００円

の増額となっています。

　款５、株式等譲渡所得割交付金、項１、

株式等譲渡所得割交付金、目１、株式等

譲渡所得割交付金は、前年度に比べ１３．

２％、１４６万９，０００円の減額となっ

ています。

　款６、地方消費税交付金、項１、地方

消費税交付金、目１、地方消費税交付金

は、前年度に比べ０．２％、１６６万８，

０００円の減額となっています。

　款７、ゴルフ場利用税交付金、項１、

ゴルフ場利用税交付金、目１、ゴルフ場

利用税交付金は、前年度に比べ２２．５

％、６０万６４円の減額となっています。

　款８、自動車取得税交付金、項１、自

動車取得税交付金、目１、自動車取得税

交付金は、前年度に比べ１３．７％、１，

２１５万７，０００円の減額となってい

ます。

　目２、旧法による自動車取得税交付金

は、前年度に比べ９９．８％、８６万７，

０００円の減額となっています。

　款９、地方特例交付金、項１、地方特

例交付金、目１、地方特例交付金は、前

年度に比べ９．８％、１，４３６万８，

０００円の増額となっています。

　款１０、地方交付税、３０ページ、項

１、地方交付税、目１、地方交付税は、

前年度に比べ６．９％、１，５７０万５，

０００円の増額となっています。

　款１１、交通安全対策特別交付金、項

１、交通安全対策特別交付金、目１、交

通安全対策特別交付金は、前年度に比べ

９．８％、１８３万４，０００円の減額

となっています。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目１、総務使用料は、庁舎施設等

使用料です。

　目５、土木使用料は、市営住宅使用料

及び市営住宅用地使用料です。

　３４ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料は、税務諸証明手数料及び税務

督促手数料です。

　３６ページ、目４、土木手数料は、自

動車保管場所使用承諾証明手数料です。

　３８ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助

金は、社会資本整備総合交付金です。

　４０ページ、目５、総務費国庫補助金

は、地域活性化・経済危機対策臨時交付

金、地域活性化・きめ細かな臨時交付金、

地域活性化・公共投資臨時交付金及び住

民生活に光をそそぐぐ交付金です。

　目６、消防費国庫補助金は、防災情報

通信設備整備事業交付金です。

　項３、委託金、目１、総務費委託金は、

基幹統計調査委託金、統計調査員確保対

策事業委託金、参議院議員通常選挙委託

金及び在外選挙人名簿登録事務委託金で

す。

　４２ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金は、総

合相談事業交付金、緊急雇用創出基金事

業補助金及びふるさと雇用再生特別基金

事業補助金です。

　４８ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金は、府税徴収事務委託金です。

　５０ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入は、

土地貸付収入です。

　目２、利子及び配当金は、各種基金利

子収入です。

　項２、財産売払収入、目１、不動産売

払収入は、５２ページ、土地売払収入で

す。

　款１７、寄附金、項１、寄附金、目１、

寄附金は、競艇寄附金及び一般寄附金で

す。
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　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入

金、目１、財産区財産特別会計繰入金は、

市場池などの貸付収入の一部を一般会計

へ繰り入れています。

　項２、基金繰入金、目２、公共施設整

備基金繰入金は、２億９，３００万円の

繰り入れを行っております。

　款１９、諸収入、項１、延滞金、加算

金及び過料、目１、延滞金は、市税延滞

金となっています。

　５４ページ、項３、貸付金元利収入、

目３、家屋被害復旧資金貸付金元金収入

は、家屋被害復旧資金貸付金の償還金で

す。

　項４、雑入、目１、滞納処分費は、イ

ンターネット公売による収入のうち、滞

納処分に要した経費の実費負担相当分を

滞納処分費として収入したものです。

　目２、雑入の主なものは、大阪府市町

村振興協会交付金のほか、水道事業会計

からの収入などです。

　次に６２ページをご参照願います。

　款２０、市債、項１、市債は、目２、

衛生債は火葬炉設備改修事業債、目３、

土木債は南千里丘まちづくり整備事業債、

市道千里丘２３号線改良事業債及び市営

住宅建替事業債、目４、消防債は消防施

設整備事業債、目５、臨時財政対策債は

普通交付税で基準財政需要額に算入され

たものについて起債したものです。目６、

退職手当債は退職手当の一時的な増加に

対処するために起債したものです。目７、

教育債は校内ＬＡＮ整備事業債、地上デ

ジタル対応設備改修事業債、耐震補強事

業債、小学校排水設備改修事業債及び中

学校排水設備改修事業債です。

　款２１、繰越金、項１、繰越金、目１、

繰越金は８億３，９４６万８，４９６円

で、その内訳は繰越事業充当財源６億８，

６４８万３１２円、平成２１年度決算剰

余金が１億５，２９８万８，１８４円と

なっています。

　続いて歳出ですが、７０ページからの

款２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費の主なものは、７２ページ、

節１１、需用費のうち、消耗品費、旧総

務防災課分は市全体の一般事務用品の購

入経費など、また旧法制文書課分は印刷

用紙などです。

　７４ページ、節１２、役務費のうち、

通信運搬費の情報政策分はインターネッ

トに係る通信経費などです。

　節１３、委託料は市例規集委託料など

を、節１４、使用料及び賃借料はパソコ

ン機器等借上料などを執行しております。

　節１８、備品購入費は、地域情報化事

業に係る庁用器具費を執行しています。

　７６ページ、節１９、負担金、補助及

び交付金は、電子自治体推進協議会負担

金及び土地開発公社補給金を執行してい

ます。

　節２８、繰出金の財政課分は、子ども

手当に係る水道事業会計への繰出金を執

行しています。

　目２、文書広報費の主なものは、節１

２、役務費で市全体の郵送料などを執行

しています。

　７８ページ、目４、財産管理費は、庁

舎や市有財産などの維持管理経費を執行

しています。

　８０ページ、目５、車両管理費は、保

険制度上、市が直接支払うか保険会社が

支払うか選択する制度となっており、市

が直接支払ったケースがないため予算の

執行はしておりません。

　次に、８２ページをご参照願います。

　目８、公平委員会費から目９、固定資

産評価審査委員会費で、各委員の報酬及

び事務的経費を執行しております。

　目１０、電子計算費は、基幹業務オー
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プンシステムなどに係る経費を執行して

おります。

　９０ページ、目１７、財政調整基金費

から目１９、減債基金費及び目２０、土

地開発基金費の各基金費は、剰余金、利

子等をそれぞれの基金に積み立てたもの

でございます。

　項２、徴税費は、目１、税務総務費か

ら９４ページ、目２、賦課徴収費で、税

務事務に係る経費を執行しています。

　次に、９８ページをご参照願います。

　項４、選挙費は、目１、選挙管理委員

会費から１００ページ、目３、参議院議

員通常選挙費で、委員の報酬、府議会議

員選挙及び参議院議員通常選挙などに係

る経費を執行しています。

　項５、統計調査費は、目１、統計調査

総務費から１０２ページ、目２、基幹統

計調査費で、統計に係る一般事務経費及

び国勢調査などの統計法に基づき実施し

た基幹統計調査に係る経費を執行してい

ます。

　項６、監査委員費は目１、監査委員費

で、委員の報酬及び事務的経費を執行し

ています。

　次に、１６６ページをご参照願います。

　款７、土木費、項５、住宅費、目１、

住宅管理費では、市営住宅建替工事費用

及び市営住宅管理運営経費を執行してい

ます。

　次に、１７４ページをご参照願います。

　款８、消防費、項１、消防費、目４、

災害対策費では、防災対策に係る経費及

び東日本大震災支援に係る経費を執行し

ています。

　次に、２０６ページをご参照願います。

　款９、教育費、項６、図書館費、目１、

図書館総務費では、市史編さんに係る社

会教育指導嘱託員報酬を執行しています。

　次に、２１４ページをご参照願います。

　款１０、公債費、項１、公債費、目１、

元金は、前年度に比べ１４．６％、５億

１，９３９万１，２３５円の減額となっ

ています。

　目２、利子では、前年度に比べ５．４

％、３，３３８万９，７４９円の減額と

なっています。

　款１２、予備費、項１、予備費、目１、

予備費は、１，２３７万２，１３７円を

充当しています。その内容は、款２、総

務費、項１、総務管理費、目１、一般管

理費で東日本大震災被害に対する義援金

に５００万円、目７、都市交流費で洪水

被害を受けたバンダバーグ市への災害見

舞金に８４万７００円、款３、民生費、

項１、社会福祉費、目１、社会福祉総務

費で損害賠償請求事件に係る弁護士着手

金に１２６万円、款７、土木費、項２、

道路橋りょう費、目１、道路橋りょう総

務費で仮処分命令申立事件に係る弁護士

着手金に３４万２，３００円、項５、住

宅費、目１、住宅管理費で東日本大震災

被災者の市営住宅への受け入れに係る空

き家改修に６０万円、款８、消防費、項

１、消防費、目４、災害対策費で東日本

大震災職員派遣に係る普通旅費等に４３

２万９，１３７円を充当しています。

　以上、総務部等の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○野口博委員長　続いて、乾市長公室長。

○乾市長公室長　それでは、平成２２年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、

市長公室及び会計室に係る部分につきま

して、目を追って主なものについて補足

説明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、一般会計歳

入歳出決算書３０ページ、款１３、使用

料及び手数料、項１、使用料、目１、総

務使用料、男女共同参画センター使用料

は、摂津市立男女共同参画センター・ウィ
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ズせっつの施設使用料でございます。

　４２ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金、総合

相談事業交付金のうち、１８７万６，０

００円は人権相談員等に係る補助金でご

ざいます。

　４８ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金、人権啓発活動委託金は、人

権啓発活動事業全般に係る事業委託金で

ございます。

　５２ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金では、人権推進課

で一般寄附金を収入いたしております。

　款１９、諸収入、項２、市預金利子、

目１、市預金利子は、歳計現金に係る預

金利子を収入したものでございます。

　５４ページ、項４、雑入、目２、雑入、

雑収入は、秘書課分として、広告掲載料

は、市広報紙及びホームページに広告を

掲載いたしました収入でございます。

　人事課分として、退職手当水道事業会

計負担金は、退職手当を一般部局と水道

事業会計との勤続年数で按分し精算した

もので、前年度に比べ３，２６０万８，

３４５円の増収となりましたのは、平成

２２年度に該当しておりました職員の水

道事業における勤務年数が、前年度の退

職者に比べ長かったことによるものでご

ざいます。

　派遣職員給与等負担金は、大阪府後期

高齢者医療広域連合との派遣職員の取り

扱いに関する協定書に基づき、同広域連

合より派遣職員の給与等を負担いただい

たものでございます。

　臨時非常勤職員等雇用保険個人掛金は、

事務処理上、市が一括して保険料を支払

うことに伴い、対象者から個別に徴収し

ました掛金を収入したものでございます。

　互助会補給金返還金は、大阪高等裁判

所における判決が確定したことに伴い、

過去に大阪府市町村職員互助会に対して

支出しました補給金の一部を返還金とし

て収入したものでございます。

　なお、雑収入には、ほかに人権推進課

に係る収入等がございます。

　次に、歳出でございますが、一般会計

全体に係ります人件費関係の決算につき

ましては、決算概要の２４ページの給与

費決算額調書に記載いたしております。

　平成２２年度に支出いたしました給与

費の総額は、６６億７，２１９万８，２

２５円で前年度に比べ３．３％、２億２，

７０１万８，１５９円の減少となってお

ります。

　給与費の内訳といたしましては、報酬

で３億５６５万５，７２６円、給料で２

４億８，３４７万５，９２８円、職員手

当等で３０億４，１４９万４，５４７円、

共済費で８億４，１５７万２，０２４円

の執行となっております。

　そのうち、報酬では前年度に比べ６．

９％、１，９６４万５，６３７円の増加

となっており、これは国勢調査の実施に

伴います調査員等の報酬の増加が主な要

因でございます。

　給料では、前年度に比べ６．０％、１

億５，８３８万７，１３９円の減少となっ

ており、これは退職不補充等による職員

数の減が主な要因でございます。

　職員手当等では、前年度に比べ２．４

％、７，６３４万７，３９６円の減少と

なっており、これは退職手当が１３億８，

３７１万６，６７７円の執行で、前年度

に比べ５．３％、６，９４４万７，１５

２円の増加となったものの、期末・勤勉

手当が９億９，０５９万１，２４７円の

執行で、前年に比べ１１．３％、１億２，

６１４万４，６１５円の減少となったこ

とが主な要因でございます。

　なお、平成２２年度の退職手当支給者
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は５７名で、前年度に比べ５名の増加と

なっております。

　共済費では前年度に比べ０．３％、３

１８万７，６７３円の減少となっており

ます。

　次に、人件費以外の主な内容を一般会

計歳入歳出決算書によりご説明申し上げ

ます。

　まず、決算書７２ページ、款２、総務

費、項１、総務管理費、目１、一般管理

費、報償費では、人事課分として職員研

修の講師費用を支出したものでございま

す。

　需用費及び７４ページ、役務費につき

ましては、市長公室全般に係ります業務

執行上の必要経費を支出したものであり、

いずれも必要性を十分精査し、執行した

ところでございます。

　同じく７４ページ、委託料につきまし

ては、秘書課分として秘書派遣料を、人

事課分として係長級昇任試験等の試験問

題作成委託料、職員の健康管理に係る職

員健康診断委託料、管理職養成等研修委

託料などを執行したものでございます。

　７６ページ、負担金、補助及び交付金

の主なものといたしましては、秘書課に

係ります各市長会負担金、人事課に係り

ます職員厚生会補助金と職員の教養研修

費負担金でございます。

　同じく７６ページ、目２、文書広報費

では、秘書課分の主なものといたしまし

て、広報せっつ及びお知らせ版の発行及

び配布等に係る経費のほか、ホームペー

ジ保守管理経費などを執行したものでご

ざいます。

　７８ページ、目３、会計管理費は、会

計室の出納事務に係る経費を執行したも

のでございます。

　８０ページ、目６、企画費につきまし

ては、政策推進課の事務執行に係る経費

で、その主なものとしまして、第４次総

合計画策定に係る経費として、総合計画

審議会委員報酬や総合計画策定業務委託

料等を執行したものでございます。

　次に８４ページ、目１２、女性政策費

につきましては、せっつ女性大学の開催

や、せっつ女性プラン推進のため市民に

参画いただいております女性政策推進市

民懇話会等に係る経費、男女共同参画社

会を目指すための啓発紙の発行等に要し

た経費でございます。

　また、目１３、男女共同参画センター

費につきましては、摂津市立男女共同参

画センター・ウィズせっつの管理運営に

係る経費でございます。

　８８ページ、目１６、諸費は、人権啓

発等に係る経費でございます。そのうち

主なものとしましては、９０ページ、負

担金、補助及び交付金で、摂津市人権協

会補助金、財団法人大阪府人権協会分担

金を執行いたしております。

　最後に、２２６ページ、（４）出資に

よる権利でございますが、財団法人アジ

ア・太平洋人権情報センターにおいて、

各団体からの出捐金により構成される基

本財産の一部が取り崩されたため、本市

の権利につきましても当該出捐割合に応

じ７万１，１４７円が減少し、年度末残

高が１４０万８，８１５円となったもの

でございます。

　以上、市長公室及び会計室の所管いた

します決算内容の補足説明とさせていた

だきます。

○野口博委員長　続きまして、北居消防

長。

○北居消防長　それでは、認定第１号、

平成２２年度摂津市一般会計歳入歳出決

算のうち、消防本部所管事項につきまし

て、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。
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　まず、歳入でございますが、決算書３

６ページをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項２、手

数料、目５、消防手数料は、危険物設置

許可等手数料及びり災等の証明書発行に

伴う手数料でございます。

　４８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、大

阪航空消防運営費補助金でございます。

　６０ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入の消防団員退職報償費

は、消防団員１３名分の退職報償金、近

畿道救急業務実施市町村交付金は、近畿

自動車道の救急出動に係る交付金でござ

います。

　次に、歳出でございますが、概要につ

きましては、決算概要１３４ページから

１４３ページにかけ記載しておりますの

で、あわせてご参照願います。

　決算書１６８ページをお開き願います。

　款８、消防費、項１、消防費、目１、

常備消防費、節７、賃金は、臨時職員１

名分の賃金でございます。

　節９、旅費は、大阪府立消防学校等へ

の職員研修派遣に係る普通旅費でござい

ます。

　節１１、需用費は、消防活動上、必要

な物品、活動服等貸与被服の購入及び緊

急情報システム交換部品等の購入、並び

に消防車両、消防庁舎の修繕等維持管理

経費でございます。

　１７０ページ、節１２、役務費は、一

般加入回線、専用回線、携帯電話代等の

通信運搬費、消防活動用ボンベ検査等の

手数料、並びに車両の保険料等でござい

ます。

　節１３、委託料は、消防庁舎の清掃、

庁舎設備等の保守管理委託、緊急情報シ

ステム等保守管理委託及び職員特別健康

診断委託等でございます。詳細につきま

しては、事務報告書の４１９ページ、４

３３ページ及び４３７ページに記載して

おりますので、あわせてご参照願います。

　次に、節１４、使用料及び賃借料は、

消防本部庁舎の土地借り上げ、仮眠用寝

具借り上げ等でございます。

　続きまして、１７２ページ、節１８、

備品購入費は、空気呼吸器用高圧空気ボ

ンベの購入費用及び携帯・ＩＰ電話等１

１９番通報位置情報通知システムの購入

に係る経費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

消防ヘリコプター運営に係る負担金及び

救急救命士の養成等をはじめ、職員の教

育派遣に係る負担金、並びに消火栓新設・

修理負担金等でございます。

　次に、目２、非常備消防費、節１、報

酬は、３４３名の消防団員報酬でござい

ます。

　節８、報償費は、１３名の消防団員退

職報償金等でございます。

　節９、旅費は、火災出動旅費延べ２０

７名分及び訓練、歳末非常警戒、並びに

消防出初め式等出動に係る費用弁償でご

ざいます。

　節１１、需用費は、消防団員の貸与被

服及び消防団活動用品の購入、並びに分

団配備の消防ポンプ自動車７台、小型動

力ポンプ積載車２２台、小型動力ポンプ

２２台の維持補修等でございます。

　続きまして、１７４ページ、節１５、

工事請負費及び節１８、備品購入費は、

ＮＯX・ＰＭ法規制対象の市第三分団配

備の消防ポンプ自動車の更新に係る経費

でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

消防団員等公務災害補償等共済基金の掛

金、及び消防団屯所の補修に対する消防

施設整備費補助金でございます。

　以上、消防本部の所管いたします決算
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内容の補足説明とさせていただきます。

○野口博委員長　説明が終わりました。

　これから質疑に入ります。

　三宅委員。

○三宅秀明委員　おはようございます。

　平成２２年度は３月に大震災が起こり

まして、終盤にさまざまな混乱がありま

したけれども、その間、ほかの災害も起

こっております。そういった災害におい

て対応された皆様に、まずはご苦労をね

ぎらうとともに、被災者の皆様にはお見

舞い、またお悔やみを申し上げるところ

でございます。

　この災害等において、きずなをはじめ

とする価値観の再認識があったのかなと。

昨日のＮＨＫのニュースでは、中国にお

いても、近年の道徳観の欠落等で非常に

モラル、きずなの重要性がマスコミ等で

報道されているという報道もありました。

一人ひとりの意見や思い、そういったも

のを市政にしっかりと反映できるように

この決算を踏まえ、また今後につなげて

いっていただきたいと思います。

　それでは、決算概要を中心といたしま

して、その内容をお伺いしてまいりたい

と思います。

　まず、概要４６ページ、事務報告書で

すと１２ページにありますけれども、秘

書課ご所管です。

　先ほどもご説明ありましたけれども、

各種市長会につきまして、この平成２２

年度におきまして知事懇談会等の記載も

ありますが、本市にかかわるような議論

があったのか、そういった中身について

お伺いいたしたいと思います。

　次に、概要の４８ページ、事務報告書

では１９ページから２２ページになりま

すけれども、人事課ご所管で創造的人材

育成事業等、いわゆる研修でございます。

予算の段階におきまして、積極的に能力

を開発する職員を支援するというような

答弁がございました。この内容を踏まえ

まして、平成２２年度はどのような研修

の効果、またはフィードバックが行われ

たのか確認いたしたいと思います。

　次に、概要の５２ページ、情報政策課

ご所管で地域情報化事業及び５８ページ

の行政情報化推進事業、これとあわせま

して電子自治体における他市等の動向、

また予算の折にお伺いいたしましたけれ

ども、クラウドシステムについてのその

後の流れについて、どれほど把握してお

られるか確認いたしたいと思います。

　少し戻りまして、概要の５４ページ、

再び秘書課になりますが、事務報告書で

は１１ページのホームページ事業でござ

います。平成２１年度の結果と比べまし

て、平成２２年度のホームページアクセ

ス数が大きく伸びております。この要因

についてどのように考えておられるかお

伺いいたしたいと思います。あわせまし

て、予算の折にやはり伺っております携

帯サイトのその後の検討についてお伺い

いたしたいと思います。

　次に、概要の５４ページ、総務防災課

ご所管、現在でしたら防災管財課ですけ

れども、決算概要に沿って課名は申し上

げたいと思います。市立集会所管理事業

で各種の維持補修等が行われたかと存じ

ますけれども、予算の折に平成１５年度

と１６年度に建物調査を実施して、大規

模な修繕は不要であるが緊急事態の修繕

は考えないといけないというご答弁でご

ざいました。この点につきまして、その

後どのように確認されているかお伺いい

たしたいと思います。

　次に、庁舎管理事業における光熱水費

でございます。前年度と比べまして約７

０万円ほど増加しております。使用量も

猛暑であった関係上、やや増加しておっ

－9－



たかと思いますけれども、あわせて契約

の内容、単価的な変化もあったのか、ま

ず確認いたしたいと思います。

　次に、概要の６０ページ、女性政策課

ご所管でございます。女性プラン推進事

業に係りまして、平成２２年度では男女

平等に関する市民意識調査が行われ、こ

のような報告書をいただいております。

予算の折にこうしたアンケートは、回収

率が重要になってくると申し上げました

けれども、今回の報告書にあります２，

０００件中８５５件、４２．８％という

この数字について、どのように評価して

おられるかお伺いいたします。

　次に、同じく女性政策課ご所管の男女

共同参画センター管理事業につきまして、

平成２２年７月にコミュニティプラザが

オープンしまして、同時に男女共同参画

センターが移転して本格的に始動したか

と存じます。環境が変化していろいろな

ルーチンワークも変化があったかと思い

ますけれども、環境とあわせまして平成

２２年度における変化の感想をお伺いい

たしたいと思います。

　それとあわせまして、情報収集・提供

事業におきまして図書購入費があります。

平成２２年度におきましても２１万９，

９４８円の執行ということで、図書とあ

わせて以前もお伺いしましたが著作権等

もあわせた執行かと存じます。以前の施

設と今回移った施設では、やはりスペー

ス的な変化もあったかと思いますけれど

も、これまでの蔵書等の管理の状況につ

いて、無事に移転ができているのか確認

いたしたいと思います。

　次に、概要の６６ページ、人権推進課

ご所管になります。事務報告書では、２

８ページが該当するかと思いますけれど

も、この中の人権啓発推進施策要望事業

として５万４，９６０円、備考には人権

施策に関する国、府への要望活動とあり

ます。予算の折にも確認しておりますけ

れども、どのような要望活動があり、ま

たその施策についてはどのように形成さ

れていったのかお伺いいたしたいと思い

ます。

　続きまして、概要１３６ページ、消防

の総務課ご所管になります。庁舎管理事

業におきまして、やはりこちらの庁舎と

同じく若干の光熱水費の変動がありまし

た。同様にこの年は猛暑でありましたの

で、さまざまな出動等からの帰還などに

おいて、常日ごろから行っておられる節

電の影響がなかったか気になるところで

はありますけれども、その点について確

認いたしたいと思います。

　続きまして、救急安心センター事業に

つきまして、まずその運営状況について

確認いたしたいと思います。

　同じく１３６ページで、次は予防課に

なりますけれども、予防活動または地域

住民の防火意識の高揚を図るための経費

としてありますが、予算の折には住宅用

火災警報器についてその進捗状況等の考

え方をお伺いしました。平成２２年度に

おきまして、どのような経過状況にある

かお伺いいたしたいと思います。

　次に１３８ページ、同じく予防課ご所

管ですが、事務報告書４２４ページ以降、

査察について記載されております。この

査察については、カラオケボックスの火

災等も踏まえて、さまざまな手が加えら

れて動かれていることと存じますけれど

も、現状についてどのような査察が行わ

れ、どのような状況を把握しておられる

かお伺いいたしたいと思います。

　同じく１３８ページで、消防署ご所管

です。先ほど補足説明にありましたけれ

ども、携帯・ＩＰ電話の位置情報システ

ムの運用状況につきましてお伺いいたし
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ます。

　同じく１３８ページ、消防総務課ご所

管に戻りますが、消防団活動事業といた

しまして７０３万８，２７３円の執行で

ございます。これは、職員の方々とあわ

せまして、また事務報告書ですと４３０

また４３９ページが対応するかと思いま

すけれども、火災の現状及び職員・団員

の方々の安全確保をどのようにしておら

れるかお伺いいたしたいと思います。

　そして、１４０ページ、総務防災課ご

所管になりますが、まず自主防災組織支

援事業としいたしまして５２万１，２０

４円として、自主防災組織の育成を図ら

れたと思います。この自主防災組織の現

状につきましてお伺いいたします。

　次に、防災資機材及び備蓄用品整備事

業で２４１万７，５８２円として、防災

資機材、非常食等の備蓄の充実というこ

とでございます。この防災資機材の配置

や把握の状況、またその情報の共有につ

いて現状についてお伺いいたします。

　次に、情報収集伝達体制整備事業の中

の防災無線保守委託料でございます。防

災無線につきましては、従前よりお伺い

し続けておりますけれども、引き続き検

討が重ねられてると思いますけれども、

この平成２２年度におけるその内容につ

いてお伺いいたします。

　最後に、１４２ページになりますが、

防災対策事業といたしまして、さまざま

な防災対策の整備がされておることかと

思います。この防災対策においてマップ

の作成でありますとか、そういった点の

ポイントについてお伺いいたしたいと思

います。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　電子自治体の他市

動向及びクラウドの現状について、関連

する項目でございますのであわせて答弁

させていただきます。

　平成２２年５月、いわゆる原口ビジョ

ン２におきまして、自治体クラウドの導

入により全自治体のシステム経費、年間

１，２００億円の削減を目標と掲げてお

りまして、総務省はそれを受けまして平

成２２年８月に自治体クラウド推進本部

を設置しております。自治体へのクラウ

ド導入の全国的展開を推進しており、ま

たそれに伴いまして各自治体におきまし

ても、クラウド化への取り組みが進んで

おる現状でございます。

　一例を挙げさせていただきますと、神

奈川県ですが、平成２３年４月に１４町

村参加による神奈川県町村情報システム

共同事業組合というものが設立されてお

りまして、それまで各自治体で個別に稼

働しておりました住民情報システムをす

べて廃止し、クラウド化による共同電算

処理によりシステム運用経費を約４３％

削減するという事例がございます。

　これら全国の自治体間クラウド化事例

が増えているのが現状でございます。

　従前の自治体クラウドコンピューター

につきましては、コスト削減、いわゆる

割り勘効果によるコスト削減効果や、ま

た業務プロセスの標準化によるサービス

の向上という点のみに注目されておりま

したが、東日本大震災以降、そのクラウ

ドコンピューターの耐災害性に大きく注

目されております。

　こちらも一例を挙げさせていただきま

すが、千葉県の浦安市でございますが、

浦安市自体も今回の震災で液状化の被害

を大きく受けており、市役所の機能が大

幅に低下しておったのですが、実は震災

前の２月に、庁舎内に設置されているコ

ンピューターサーバーをすべて撤去し、

クラウドコンピューターへと移行してお

りました。その結果、震災発生におきま
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しても、その震災の影響を受けることな

くシステムが安定して稼働しており、ま

たその後、関東でございました計画停電

におきましても、一切市民サービスに影

響を及ぼすことなく運用を行うなど、自

治体クラウドを利用した災害対策の成功

例として非常に注目を受けております。

　これらのことを受けまして、総務省に

おきまして、知識情報社会の実現に向け

た情報通信政策のあり方という情報通信

審議会の中間答申がございまして、これ

は平成２３年７月２５日発表でございま

すが、情報は命を守るライフラインであ

ると定義されており、行政、医療、教育

等の公的サービスを瞬断なく提供する耐

災害性にすぐれた基盤づくりを推進して

おります。通信や情報インフラの耐災害

性の強化、再構築のツールとして、いわ

ゆる自治体クラウドの推進、早期導入が

提言されております。

　これらの状況により、震災対策という

面からも、今後各自治体におきましてク

ラウドコンピューティングの導入は、よ

り一層増加していくものと考えておりま

す。

○野口博委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　北摂市長会に関す

ることについてご答弁を申し上げます。

　各種市長会４つございますけれども、

これらの予算執行につきましては、秘書

課で一括して負担金の支出をしておりま

すが、北摂市長会については政策推進課

で内容を担当しております。

　まず、平成２２年度の北摂市長会の活

動でございますけれども、平成２２年７

月、毎年この７月の時期に総会と意見交

換会というのを実施いたしております。

総会の議事が終わった後、大学の先生を

お招きいたしましてトップセミナーを開

催いたしております。

　平成２２年度におきましては、同志社

大学大学院教授の新川達郎教授をお招き

いたしまして「地方分権改革と大都市制

度の行方」ということでご講演をいただ

きました。その後、その内容を踏まえな

がら各北摂の市長で意見交換がされまし

た。このときの主な内容といたしまして

は、平成２２年の春でしたか、大阪維新

の会が立ち上がりまして、その関係で大

阪都構想というのが大分賑わしておりま

したので、そのあたりの話題で意見交換

がされたと記憶いたしております。

　次に、北摂市長会の取り組みといたし

まして、平成２２年１１月なんですけれ

ども、いつも１０月の末から１１月にか

けて大阪府知事との懇談会を実施いたし

ております。ただ、平成２２年度の懇談

会につきましては、知事は欠席というこ

とで副知事と市町村課長等が来られまし

た。その中で、北摂各市の市長との意見

交換ということでされております。また、

そのときにあわせて翌年度、平成２３年

度の大阪府施策に対する要望書をお渡し

しておりまして、この要望につきまして

は北摂共通の課題ということで、北摂７

市で協議をして取りまとめたものでござ

いまして、その内容で本市にかかわりま

すことといいますのは連続立体交差の推

進、これについて推進をしていただきた

い、それから道路網の整備ということで

凍結されております都市計画道路千里丘

寝屋川線、正雀一津屋線、大阪高槻線の

整備再開をしていただくとともに、十三

高槻線の早期整備ということ、それから

吹田操車場跡地利用についての支援をい

ただきたいということ、それから大阪府

の三島救命救急センターなど、３次医療

機関に対する財政的支援ということ、そ

れから安威川ダムの建設事業の早期完成、

及び大阪府からの権限移譲に伴います人
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的財政的支援の拡充ということを要望し

てまいったところでございます。

○野口博委員長　牛渡課長。

○牛渡人権女性政策課長　それでは、私

から旧女性政策課に係ります３点のご質

問についてご答弁を申し上げます。

　まず１点目、男女平等に関する市民意

識調査回収率の評価ということでござい

ますけれども、摂津市における有効回収

率は、前回平成１７年度に実施しました

折には３９．４％であったことに対し、

今回の調査では４２．８％と、３．４％

アップをしております。

　参考までに、平成２２年度中に府内で

実施されました同様の調査結果を申し上

げますと、茨木市で４７．１％、豊中市

で４３％、岸和田市で３３％、平成２１

年度に実施されました大阪府の調査では

３４％となっております。

　担当課といたしましては、前回並みの

回収率を予定しておりましたことからも、

おおむね妥当な回収率であったと考えて

おります。

　２点目、単独館から複合館への環境の

変化に伴う感想ということでございます

けれども、コミュニティプラザの立地条

件といたしまして駅に近く、また大型マ

ンションが建設されたこともございまし

て、随分と人の流れが変わったという印

象を持っております。

　情報室で図書の利用状況を見ましても、

平成２１年度の新規登録者数は女性４９

人、男性９人といった状況でございまし

たけれども、平成２２年度については女

性が２９７人、男性３２人となっており、

また貸出冊数も年間４８８冊であったも

のが２，７５２冊と大幅に増加をいたし

ております。

　また、各種講座を実施しておりますが、

講座受講生の年齢層を見ましても、平成

２２年度については３０代の方が２６％

と最も多くなっておりまして、若い世代

の方が親子連れでご訪問いただく機会も

非常に多くなっておりますことから、セ

ンターといたしましても今後とも新たな

市民層の定着に努めるとともに地域の人

材の掘り起こし、こういったものにつな

がればと考えております。

　次に３点目、センターが収集しており

ます蔵書等の移転が無事に行われたかと

いうことのご質問でございますが、平成

２２年度末の状況といたしまして、蔵書、

図書２，６３０冊、ビデオ、ＤＶＤ等の

視聴覚資料を１１５本所蔵させていただ

いております。書架の配架を十分に検討

し工夫をいたしましたこと、またバック

ヤードスペースを確保されたことから無

事に移転を完了いたしておりますのでご

報告いたします。

○野口博委員長　石原課長。

○石原人事課長　創造的人材育成事業に

係ります研修の効果、フィードバックに

ついてご答弁申し上げます。

　現在、自治体を取り巻く環境というの

は、目まぐるしく変わっております。各

職員は、この環境に取り残されないよう

に、日々自分自身で能力開発をしていか

なければならないと考えております。

　昨年の研修につきましては、団塊の世

代の大量退職に伴いまして若手職員の育

成という観点から、この事業にあります

カフェテリア研修の中で、勤続５年から

１０年の若手職員を対象にカフェテリア

研修を実施したところでございます。

　具体的な効果測定というものにつきま

しては難しいものがありますが、研修の

受講後のアンケートによりますと、受講

された皆さんからは高い満足度を得てお

りますので、各職場におきましては研修

で得た知識等を生かしていただいておる
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と考えております。

　また、フィードバックにつきましては、

研修受講後に受講報告書というものを提

出していただいております。本人の受講

した知識等を今後どのように生かしてい

くか、また所属長に報告することによっ

て所属長がそれを今後業務にどのように

生かしていくか、そのような場を設定す

る意味もありまして受講報告書を記載し

ていただいております。また、そのこと

を受けて朝のミーティング、また課内で

研修報告会などを開く課も出てきており

ます。

　昨年におきましては、マッセＯＳＡＫ

Ａ主催の海外研修に参加した職員を講師

として迎えまして、研修受講した職員だ

けでなく職員間で広く研修の成果を共有

することを目的としまして、研修成果報

告会を実施するなど研修成果の共有に現

在努めておるとことでございます。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　総務防災課にかか

わる６点の質問についてお答えさせてい

ただきます。

　まず１点目、集会場の補修事業にかか

わります平成１５年、１６年の大規模な

点検の後の展開についてお答えいたしま

す。

　現在市内にございます５１か所の集会

場は、建築からかなりの年数が経過して

いるものも含まれています。集会場管理

については、地元自治会を中心に管理を

お願いしておりますが、日常的な簡易な

修繕や改良の要望が常に寄せられている

状況でございます。担当者は、その都度

各集会場に足を運びまして、集会場の状

況を確認して現状の把握に努めておりま

す。また、専門的な建築知識が必要な場

合は、建築課の職員に同行を求めまして

確認を行っております。

　続きまして、庁舎管理についての光熱

水費の電気の契約についてのご質問にお

答えします。

　光熱水費の中に含まれますものは、大

部分は市役所庁舎の電気、水道、ガスの

使用料金でございます。そのうち電気料

金が大部分になっております。庁舎の契

約電力につきましては、契約種別としま

して高圧電力となるもので、あらかじめ

使用実績から契約電力を設定して、その

範囲内において決められた基本料金となっ

ております。

　平成２２年１月において、使用実績か

ら契約電力を８２０キロワットから７８

０キロワットに変更をいたしました。続

きまして、使用実績から平成２２年１０

月には７８０キロワットから、夏場の暑

い時期が続きましたので８２３キロワッ

トに契約電力を変更しております。

　続きまして、自主防災組織の訓練と育

成の現状についてお答えいたします。

　自主防災組織は、旧の小学校区を含み

ます１２地区で結成されておりまして、

例年１１月から３月ぐらいまでの間に校

区ごとに防災訓練を実施しております。

これまでの防災訓練に参加される市民は、

固定化しているという課題がございまし

たが、３月１１日の東日本大震災から市

民の防災意識は非常に変わり、防災に関

する出前講座が多数寄せられたり、自主

防災組織という単位ではなく、自治会で

あるとか団体であるとか小さな単位の防

災訓練の相談もございます。自主防災訓

練につきましても、災害時に実践できる

ような訓練の内容の見直しを行ってまい

りたいと考えております。

　続きまして防災資機材、それから備蓄

についてのご質問にお答えします。

　現在、摂津市が抱えます備蓄について

ですが、大阪府が示す目標量を超えるも
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のとなっておりまして、アルファ化米１

万７，０９８食、高齢者用食１，０００

食他を備蓄しております。また、防災資

機材につきましては、先ほどの各小学校

区にございます防災資機材倉庫に、災害

時に必要な防災資機材を備えておる状況

でございます。

　続きまして、防災無線の整備について

です。

　防災無線は、災害時に市民への情報伝

達手段として非常に重要であり、昭和６

３年に設置いたしております。防災無線

には、固定型、移動型という種別がござ

いまして、固定型については小学校にあ

りますスピーカーから緊急放送するとい

う機能がございます。また、移動型につ

きましては、公用車に搭載してありまし

たり、移動する職員が携帯するものとなっ

ております。昭和６３年に設置というこ

とでかなり老朽化しており、今後は機能

向上について検討してまいりたいと考え

ております。

　それから最後に、ハザードマップにつ

いてでございますが、現在のハザードマッ

プにつきましては平成１８年３月に作成

したもので、ご存じのように淀川や安威

川、それから大正川等の河川が決壊した

場合を想定して、市内がどれぐらいの水

深になるかというものをハザードマップ

で表現しております。

○野口博委員長　池上課長。

○池上秘書課長　各市長会の平成２２年

度の会議の中身等についてお答えをさせ

ていただきます。

　市長会につきましては、全国、近畿、

大阪府、北摂と４つございます。

　会議等の中身につきましては、全国市

長会では全国的に取り組むべき課題を、

また近畿市長会におきましては、近畿ブ

ロックとして取り組むべき課題をそれぞ

れ検討協議し、また国等へ要望等を行っ

ておられます。

　大阪府市長会におきましては、昨年度

は８回の会議が開催されております。摂

津市に直接係るものということにはなら

ない部分もございますが、検討内容とし

ましては、国、府の施策並びに予算に関

する要望や国民健康保険の広域化に向け

ての取り組み、また流域下水道について

の検討、そのほか消防の広域化や中学校

給食等々について毎回議論をされておら

れます。また、大阪府知事との懇談も行

われ、知事と各市長が議論を交わされて

おられると聞いております。

　２２年度につきましては、森山市長は

総務文教部会及び環境厚生部会に所属さ

れ、各部会それぞれ１回開催され、いず

れも国及び大阪府に対する要望事項の取

りまとめについて協議されておられます。

　続きまして、ホームページのアクセス

数アップの要因についてでございますけ

れども、一つの大きな要因としましては、

各家庭や個人のインターネットに接続す

る環境等が、年を追うごとに整ってきて

いることがまず上げられると思います。

摂津市のホームページに関しますと、１

９年度にリニューアル作業をしまして２

０年度から現在のホームページを運用し

ております。

　アクセス数につきましては、平成２１

年度の後半からアクセス数が一気に伸び

てきております。これはセッピィ商品券

や入札の公示、また阪急新駅関係へのア

クセスがふえたものと考えております。

特に２２年度では、６月から８月にかけ

て４０万件を超えておりますけれども、

これはサッカーの本田選手の活躍による

ものが大きいと考えております。

　２２年度は、平均３７万件のアクセス

数であり、前年、２１年度の２７万件か
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ら一気に１０万件ふえたことになります。

２３年度も先月、９月までの平均が３５

万件となっておりまして、今後もこのあ

たりの数字で推移するのではないかなと

考えております。

　続きまして、携帯サイトについてです

けれども、以前も予算の委員会のときに

「積極的にモバイルサイトの利用が図れ

るように取り組んでいきます」という答

弁をしておりますけれども、当時といい

ましても１年半前のことなんですが、携

帯電話からのアクセスに対応できるよう

携帯電話機能そのものが充実してくると

思っておりましたが、今ではスマートフォ

ンが主流となってきております。携帯電

話も、いわゆるスマートフォンもどちら

も、職場や出先、また移動中に利用する

ことが多いと思われますので、携帯電話

やスマートフォンなどの利用者のニーズ

に合った情報とは何なのかということも

検討しながら取り組んでまいります。

○野口博委員長　中村参事。

○中村人権女性政策課参事　旧人権推進

課に係りますご質問にお答えいたします。

　人権啓発推進施策要望事業におきます

その要望内容と形成までの経過というこ

とでございますけども、まず大阪市長会

におけます人権部会において議論を形成

されるわけでございますけども、本市に

おきましても、憲法を守り、人間を尊重

する平和都市宣言の精神を踏まえながら、

すべての人々の人権が尊重される豊かな

社会の実現を目指した人権施策を推進し

ておるところでございます。

　その中で、当然さまざまな人権問題の

早期かつ根本的な解決に向けた、我々が

実行してます人権行政を推進する中での

課題等につきまして、その課題に対する

解決及び改善に向けての支援策の拡充や

制度の新設など、また法整備などにつき

まして、国、府への人権施策と予算に関

する要望を行っておるところでございま

す。

　また、その形成までの経過でございま

すけども、先ほど申しましたように、ま

ず市長会におきます要望事項の決定につ

きましては、本市は北摂ブロックにおき

まして各市が直面する課題等に対する要

望等を出し合いまして、そのブロックの

中での要請書を作成し、それを各ブロッ

クの代表が大阪府市長会の人権部長会の

幹事会において協議検討し、要望を作成

するものでございます。

　ちなみに平成２２年度につきましては、

府に対する要望といたしましては、重点

課目１点と要望項目６点の７点の要望を

しております。あわせまして国に対しま

しては、８省庁及び３４項目の要望を行っ

たところでございます。

○野口博委員長　納家課長。

○納家消防本部総務課長　それでは、消

防総務課から２点お答えいたします。

　まず１点目、光熱水費について「猛暑

であったのに、平成２２年度は２１年度

と比べて少しの上昇に抑えているか」に

ついてと、「その後の職員の活動上問題

はなかったか」とのことについて、あわ

せてお答えさせていただきます。

　委員ご指摘のとおり、平成２２年度の

夏場は大変猛暑でありました。しかし、

我々消防職員はふだんから節約を心がけ

ており、クールビズ等を駆使し節電対策

に取り組んでおります。今年度において

は、セッツ電隊を中心にさらなる節電に

努力してまいりましたが、消防といたし

ましては暑さに負けない体力づくりに日々

励んでおりますが、いざ災害となれば体

力の温存は消防職員として必要不可欠で

あります。節電対策の絶対条件としまし

ては、健康管理の支障のない範囲におい
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て実施することとしております。また、

水分補給を十分に行えるように対応して

おり、災害現場では脱水症状等を防ぐた

めに飲料水なども予算にしております。

　２点目、消防団職員の安全確保につい

てお答えいたします。

　平成２２年４月１日、消防職員は９３

名、消防団員３８５名で、火災等で出動

しております。その中で、装備につきま

しては、ヘルメット、現場外套、長靴等、

安全性の高い被服を装備し災害対策に当

たっております。また万が一に備え、公

務災害補償等についても十分フォローし

ていくところでございます。

　なお、安全性を向上するため各種消防

訓練を実施しておるんですが、例えば消

防団に関しては消防団員訓練とあと出初

め式等の放水訓練、消防職員については

日々、火災想定訓練等を実施しておりま

して、安全管理に努めているところでご

ざいます。これからもより安全な消防活

動を推進していくところでございます。

○野口博委員長　樋上課長。

○樋上警備第１課長　消防署所管の救急

安心センターについてお答え申し上げま

す。

　平成２２年度大阪府下救急安心センター

への総着信件数は１８万８，２０９件で、

そのうち摂津市からの問い合わせ件数は

１，３０７件でありました。また、大阪

府下で救急出動に至った件数は２，７７

４件、そのうち摂津市へ転送されまして

救急出動しました件数は２３件でありま

した。平成２３年度でございますが、９

月末までのデータでございますが、大阪

府下総着信件数は１１万８２１件で、摂

津市からは８０６件ありました。また、

そのうち救急出動件数でございますが、

大阪府下では１，２２５件、そのうち摂

津市からの救急出動件数は１９件でござ

いました。最近になりまして、消防署へ

の病院問い合わせ件数も減少してきてお

ります。救急安心センターが市民に浸透

してきているように感じられます。

○野口博委員長　堤参事。

○堤警備第２課参事　消防署所管分のう

ち、携帯・ＩＰ電話通報位置情報システ

ムの運用状況についての質問にお答えい

たします。

　まず導入の経緯ですが、本市では従前、

固定電話に対応した発信地表示システム

と、各ＩＰ電話事業者が設置した発信位

置情報を文字表示するＩＰ電話位置情報

通知システムを整備し対応しておりまし

た。しかし近年、携帯電話が普及したこ

とから、土地勘のない通報者の発信場所

の特定に苦慮する事案もありました。携

帯電話及びＩＰ電話からの１１９番着信

件数が、固定電話からの着信件数を上回っ

ており、平成２２年中のデータですが約

６４％が携帯電話とＩＰ電話からの着信

となっておりました。

　こういった経緯から指令台の更新時期

も考慮し、平成２２年度に簡易型の携帯

電話・ＩＰ電話通報位置情報通知システ

ムを導入しました。このシステムは、指

令台とは連動しておりませんが、別体の

パソコンに位置情報等を文字と地図表示

するものです。

　次に、このシステムの精度ですが、Ｉ

Ｐ電話は１００％特定できますが、携帯

電話には誤差があります。携帯電話の測

位方法には、基地局測位とＧＰＳ測位が

あり、それぞれ測位レベルが異なります。

基地局測位は精度が低く、誤差は数十メー

トルから数千メートルまで幅があります。

一方、ＧＰＳ測位は精度も高く、最近の

第３世代と呼ばれる携帯電話機にはほぼ

ＧＰＳ機能が搭載されており、誤差は数

メートルから数十メートルまで縮まりピ

－17－



ンポイントで位置を特定することが可能

となり、導入前と比較しますと通報位置

の特定が格段に容易になり、迅速、確実

な出動が行えるようになりました。

　なお、最近急速に普及しております携

帯情報端末付多機能携帯電話、いわゆる

スマートフォンですが、これからのＧＰ

Ｓ測位による位置情報は通知されません。

基地局測位となります。よって、緊急通

報受理機関３庁、消防庁、警察庁、海上

保安庁ですが、３庁一体となって携帯電

話事業者各社に対しまして、スマートフォ

ンからの緊急通報におきましても、ＧＰ

Ｓ測位方式を基本として通知する機能を

早期に実現するよう要望しておるという

ことです。

○野口博委員長　橋本課長代理。

○橋本予防課長代理　消防本部予防課所

管のご質問２点についてお答えします。

　まず１点目ですが、住宅用火災警報器

の設置状況の把握と今後の啓発活動につ

いてですが、平成２２年度に地区自主防

災訓練で実施いたしましたアンケートの

調査結果によりますと、住宅用火災警報

器の設置率は５７．６％となっておりま

す。前年度と比較しますと、２０．６％

設置率が上昇しております。しかしなが

ら、全国の設置率は７１．１％、大阪府

の設置率は７０．７％でありまして、摂

津市の設置率はまだ低いのが現状でござ

います。

　防火フェア、防災講演会、火災予防運

動、消防訓練等の各種イベントで設置啓

発活動を実施していることに加えまして、

現在、戸建て住宅の戸別訪問を実施し、

住宅用火災警報器を設置していないお宅、

及び留守宅にあっては設置啓発チラシを

配付するなど啓発活動を実施しておりま

す。なお戸別訪問における設置率なんで

すが、平成１８年以降に新築され設置が

確認されている新築の住宅、及び自動火

災報知設備、またはスプリンクラー設備

が設置されている共同住宅は除きまして、

一般住宅のみの設置率は４６．４％となっ

ております。今後も戸別訪問における啓

発活動を継続して実施し、設置率の向上

に努めてまいりたいと思います。

　２点目ですが、危険物施設及び防火対

象物の査察のご質問にお答えいたします。

　市内には、危険物施設３１４施設、防

火対象物３，６６０件がございます。査

察については、年次計画に基づきまして

行っております。

　平成２２年度は、危険物施設１３７施

設、防火対象物１００件の査察を実施い

たしました。危険物施設につきましては、

２年間で全施設の査察をするように計画

実施しております。防火対象物におきま

しては、５５３件ある特定防火対象物と

呼ばれる不特定の人が利用する対象物を

重点的に実施しております。また、社会

的に影響の大きい火災が発生した場合、

死者及び負傷者が多数発生した特異事案

につきましては、市内に該当する施設が

ある場合におきまして適時査察を実施し

ております。平成２２年度は、特異事案

はございませんでしたので、年次計画に

基づきまして査察を実施いたしました。

さらに、施設の増改築、変更等に伴いま

す完成検査時におきましても不備があり

ましたら査察を実施しております。

　今年度の査察状況ですが、危険物施設

１１７件、防火対象物３８件、現在実施

しております。

　今後におきましても、危険物施設、防

火対象物の査察によって事業所の防火意

識の向上を図りまして、火災、災害の防

止に努めてまいりたいと思います。

○野口博委員長　消防長。

○北居消防長　消防職員と消防団員の安
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全管理についてのご質問で、日常、平常

時につきましては先ほど総務課長から答

弁したとおりでございます。

　今回、東日本大震災、そして先般の台

風１２号、これによりまして多数の死者、

それから負傷者が発生いたしました。こ

れを受けまして、総務省消防庁から消防

職員、団員の安全管理の再徹底、これが

各市町村に通知されております。

　本市におきましても、昨年の末、消防

庁から発信されました警防活動時におけ

る安全活動管理マニュアル、これを活用

しまして事故防止に努めておるところで

あります。

　今後、災害の形態によりましてさらに

必要な資機材、装備、こういうものが発

生することが予想されますけども、その

際におきましてもさらなる検討を重ねて

事故防止に万全を期するよう努めるもの

でございます。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　いずれもご答弁をいた

だきまして理解をいたしました。

　まず、市長会のさまざまな内容につき

ましてご案内いただきまして、同志社大

学の新川先生、この先生の講演を私も拝

聴したことがあるんですけども、冷静に

理論を構築されて、課題に対して方向性

を出していただくというような感じの方

だったかなと思います。共通の課題とし

て、連立の推進であるとか吹田操車場跡

地の問題、また十三高槻線整備や権限移

譲のお話でございました。また、大阪府

市長会としては、国保の広域化や消防の

広域化等が議論されたということでござ

います。

　今、非常にこの市長会等、地方６団体

の行動は注目されておりますので、そう

いったとことでやはり本市としてしっか

りと取り組んでいかなければならない課

題について、府もちろん国もあわせて声

を上げていっていただきたいなと思って

おります。これは、要望として次に移っ

てまいります。

　２点目は研修について、カフェテリア

研修の効果であるとか、また成果の共有

について、現状についてご報告をいただ

きました。

　近年の公会計改革等、さまざまな環境

の変化とそのスピードを考えていきます

と、より細かい点での研修のあり方が必

要となってくるんではないかなと思いま

す。それは、一つは企業会計と一般会計

の違いとでもいいましょうか、いわゆる

経理についての考え方なんですけれども、

この辺についての研修もしっかりと考え

ていかなければならないなと思うんです

けれども、その点どのように考えておら

れてるでしょうか。

　次に、情報政策課としてクラウド等に

ついてご紹介をいただきました。神奈川

県の事例であるとか、また浦安の事例、

そして総務省の考え方等、さまざまな情

報をご紹介いただきました。千葉県の浦

安市の事例については、自治日報に載っ

ていたかと思います。

　この災害対応については、兵庫県の宍

粟市かどこかの事例が多分テレビで報道

されて、パソコンそのものをみずから守

るんだということで運んでおられたよう

な映像を見た記憶もあるんですけれども、

そういった物理的な課題に対して本市の

ホストコンピューターといいますか、が

置かれている場所、２階という状況を考

えますと、このクラウドについても災害

対応という点から必要ではないかなと思

うんですけれども、この点についてお考

えをお伺いいたしたいと思います。

　次に、ホームページのアクセス数の変

化と携帯サイトについてお答えをいただ
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きました。ご答弁にありましたように、

ネット環境の整備がまず大きいところに

あるのかなというような感じは、私も持っ

ています。そして、やはりリニューアル

の効果と、さらには本田選手等、非常に

マスコミに取り上げられた事例、これの

効果ももちろんあったと思います。それ

に頼るんではなくて、こっちからしっか

りとそれを契機として市民の皆さん、ま

たほかの皆さんが必要とされるような情

報をしっかりと発信していくのが重要で

あると思います。それが、いわゆるバナー

広告の増加であるとかにつながっていく

と思いますので、そういった観点から予

算のときにもありましたけれども、皆さ

んお一人お一人がそういった情報発信の

責務を有しているんだという感覚で、日

常の情報発信に取り組んでいただきたい

と思います。

　携帯サイトにつきまして、私は予算の

ときにこちらもしっかりと対応をしてく

ださいということを申し上げておるんで

すけれども、先ほどもありましたがスマー

トフォンになりましたところ、この携帯

サイトを見る機会がなくなってしまいま

したので、あのときに申し上げた方向性

とは少し環境が違っております。先ほど、

まさにそのとおりのことをおっしゃって

いただいたんですけれども、どういった

情報を端末で必要としているか、それを

しっかりと見きわめながらホームページ、

また携帯サイトについて精査していって

いただきたいなと思いますので、よろし

くお願いします。

　次に、防災管財課としてお答えいただ

きましたけれども、電気料金、光熱水費

につきましては、契約の変更が多少あっ

たということでございました。今年度に

つきましては、もうセッツ電隊の効果で

激減しておるかと思いますけれども、そ

の計画の変更がありますとやはり面倒く

さいといえば語弊がありますけれども、

その手続が必要になってきますので、１

年を通してスムーズにいけるのが１番か

なという感じですので、ことしはともか

く来年以降につながるような光熱水費の

見立てをしっかりと考えていただきたい

なと思います。

　次に、集会所でございますけれども、

頻繁に足を運んで確認しておられるとい

うことでございます。所管が違うんです

けれども、先日は市民図書館のところで

壁の崩落という事故もありました。私ど

も昨日来、地元の祭りの関係で集会所に

足をよく運んでおったんですけれども、

たてつけといいますか、窓ガラスの開き

が悪いであるとか、すぐ外れるとかそう

いった細かい点はどこの集会所でも恐ら

くあると思いますので、そういった本当

に細かいところから事故につながってい

きますので、そういった点の確認をしっ

かりとお願いします。

　次に、防災無線につきましても引き続

き検討ということでございましたので、

Ｊアラート等もありますけれども、この

Ｊアラートは恐らく災害の種別を問わず

いっぱい入ってくるので、運用上問題が

出てくるのかなという感じがあります。

しかし、防災無線をこのまま、昭和６３

年以来もう随分たっておりますので、こ

のまま使い続けるのもしんどいと思いま

すので早急な結論、また方向性を出して

いただきますように要望としておきます。

　次に、女性政策課、現在は人権女性政

策課ですけれども、お答えをいただきま

した。アンケートの結果につきましては、

ほかのデータもお示しをいただいた上で、

このあたりの数字は妥当であるという評

価でございました。私もいろんなアンケー

ト等に携わった経験上、このあたりかな
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という思いはあります。それであれば、

やはりこの忙しい中を努力されてこの報

告書をつくってこられましたので、これ

をしっかりと周知、理解していただくの

が次のステップかなと思いますので、そ

の辺しっかりと取り組んでいかれるよう

お願いをいたします。

　次に、コミュニティプラザにセンター

が移ったことについての感想であります

が、人の流れが変わったということで登

録者も大きく変化し、貸出冊数もふえた

ということでございます。これは、非常

にいい傾向であると考えますので、今の

ペースを維持できるように、現在こうなっ

たら次はそれが基準になってきますので、

さらに上を目指す形でより開かれたセン

ターになるように運営をお願いいたした

いと思います。

　次に、蔵書の管理でございますけれど

も、無事に移転を完了しておるというこ

とでございました。これは、工夫の成果

というお答えでございましたけれども、

今後一つの方向性としては、ほかの図書

館の蔵書と連携できるような制度づくり

もあってもいいんではないかなと思いま

すので、そこも今後の課題としてお持ち

いただければなと要望を申し上げておき

ます。

　次に、人権推進課、今は人権女性政策

課になりましたけれども、施策要望の件

についてお答えをいただきました。さま

ざまな過程があって幾つかの要望事項等、

完成していると理解をいたします。今で

すと、スマートフォンもそうですけれど

も、さまざまな情報伝達の手段が格段に

飛躍、向上しておりますので、そういっ

た点からより広くパブリックコメントと

まではいいませんけれども、市民の方々

等にご意見をいただいて反映させる機会

があってもいいかと思いますので、そう

いった点も踏まえながら制度について検

討を重ねていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　次に、消防総務課ご所管の事例でござ

いますが、庁舎管理の光熱水費につきま

して、ふだんからの準備等、水分補給も

あわせて行っているので大丈夫であると

いうお答えでございました。もちろんそ

ういった努力があることは承知しており

ますけれども、やはり昨年の夏の影響は

非常に大きいのではないかという感があ

りましたので、あえて取り上げさせてい

ただきました。今後どういった気候の変

化があるか想定はできませんので、まず

は体調管理に重点を置きながら、この光

熱水費等にも取り組んでいただきたいな

と思います。

　これは一つ提案とまではいいませんが、

今後、庁舎の修繕等の折に、照明を長寿

命のＬＥＤやそういった寿命の長い電球

とか、熱を放出しないようなタイプの電

球に変えてはどうかなという思いがあり

ます。この点、庁舎管理ですので、どう

いった所管になってくるのかわかりませ

んけれども、全体として要望の一つとし

て受けとめていただければと思います。

　次に、救急安心センターの運営状況で

ございます。本市にかかわる数字として

１，３０７件と２３件のご紹介であった

かと思いますけれども、効果が出てきて

いるというお答えでありました。やはり

この少しの時間、たとえ５分でも１０分

でも署の負担が軽減されているとするな

らば、それは大きい効果だと思いますの

で、さまざまな機会を捉えてこの制度に

ついて周知をしていただき、利用してい

ただくよう啓発活動に引き続き取り組ん

でいただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

　次に、予防課ご所管ですが、住宅用火
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災警報器につきましては、もちろんいろ

いろ努力されていることと存じます。そ

れでもやはり感覚的なものもありますの

で、なかなか進捗、達成状況につながっ

ていかないのかなという思いはあります。

その中で、予算の折にも触れたかと思い

ますけれども、悪質な販売のケースが懸

念されるところではありますけれども、

ちょうどもう期限が過ぎたよということ

で、あおるような看板をかけたりしてい

るところもあるようにも思いますが、そ

の現状についてどのように把握しておら

れるか確認をいたしたいと思います。

　次に、査察でございますけれども、適

宜行っているという評価でございました。

　この査察につきましては、大阪府の権

限移譲の中でより広範な役目がおりてく

るような話もありましたが、この点につ

いて人員体制とあわせまして今のお考え

をお伺いしたいと思います。

　携帯・ＩＰ電話位置情報通知システム

につきましてもご紹介いただきました。

スマートフォンにつきましては、基地局

でしかわからないというお答えで、これ

ちょっと意外な感じだったんですけれど

も、要望が続いているということで、Ｇ

ＰＳに対応するようにこれは早期に実施

できるように引き続き要望活動に努めて

いただきたいと思いますので、これは本

当によろしくお願いします。

　職員・団員の安全確保につきましても、

総務省消防庁からの管理マニュアル等の

話もいただきまして取り組んでいるとい

うことでございました。先ほども震災等

に触れていただきましたけれども、３月

の震災では水門を閉めに行かれた水防団

員の方であるとか、そういった方々が多

く亡くなられておるとも聞いております。

職務として災害現場に行かれるのは、も

ちろん当然ではありますけれども、そこ

にはやはり安全確保というものも踏まえ

ながら活動していただきたいというもの

もありますので、そのバランスは難しい

と思いますけれども、さまざまな観点か

ら職・団員の方々について安全を確保し

つつ日々の業務に当たっていただけるよ

う、これは皆さんが自分の安全確保もし

つつ出動されるということをお願いいた

します。

　最後ではありますが、各種防災組織の

現状等、自治会やさらに小さい団体も参

加等もできているとのお答えでございま

した。震災以降は、さらに意識が変わっ

ておると思いますのでそういったときに、

これが資機材のお話とかかわるんですけ

れども、善意で出てこられたような方々

がどこに何があるかわからないというこ

とがありますと混乱してしまう可能性も

あります。そういった点を踏まえながら、

やはりどこに何があるということをどう

いうふうに情報伝達していくかについて

もしっかりと、マニュアル作成がいいの

か違う方法があるのかちょっとすぐには

判断できませんけれども、検討を続けて

いただきたいと思います。

　最後に、ハザードマップ等でございま

すけれども、何度も申し上げております

けれども色分けです。以前も申し上げま

したけれども色弱対応です。特に青色と

か緑色とかの区別については、しっかり

と配慮された上で作成されるようにお願

いを申し上げます。

　以上、２回目です。

○野口博委員長　暫時休憩いたします。

（午前１１時４８分　休憩）

（午後　０時５９分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　答弁を求めます。

　石原課長。

○石原人事課長　それでは、２回目のご
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質問、今後の公会計制度を見据えた企業

会計等の経理の研修についてご答弁を申

し上げます。

　各課におきましては、それぞれ課題に

対応するための必要な能力、知識があり

ますけれども、人事課としましては職員

全体の底上げが必要となる課題の意識づ

けを行う研修は必要であると考えており

ます。また、各課に深く関連のある業務

につきましては、研修、派遣研修等を活

用しながら、専門能力の向上に現在努め

ているところでございます。

　昨年度におきましては、企業会計に関

連する研修としまして、マッセでの複式

簿記基本研修に２名の派遣実績がござい

ます。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　本市の情報システ

ムに関します防災対応についてのご答弁

をさせていただきます。

　まず、東日本大震災におきまして、岩

手県の大槌町におきましては市庁舎が津

波の被害を受けまして、海水と泥に埋まっ

たコンピューターからデータ復旧が行わ

れたそうです。それによりまして、シス

テムが復旧するまでに１か月がかかりま

して、その間、各種証明書の発行ができ

ないなど通常の行政サービスが停滞した

のはもちろん、被災者、行方不明者の居

住の把握など、また死亡届の受理など、

災害復旧や被災者支援が大幅におくれた

要因になっております。

　また、戸籍につきましても、法務省か

らの指示によりましてサーバー機器やデー

タの市庁舎外への持ち出しができない状

況にございますことから、東日本大震災

で被災いたしました宮城県南三陸町にお

きましては、当初、戸籍を管理する自治

体と法務局両方のデータが消失したと報

道されておりました。

　また、岩手、宮城両県の４市町村にお

きましては、戸籍の正本が消失したとい

う状況になっておりまして、これらのこ

とによりまして、今回の震災において庁

舎内でのみ情報システム及びそれらのデー

タを保有することの危険性というものが、

改めて浮き彫りになったと考えておりま

す。

　本市におきましては、委員ご指摘のと

おり、市庁舎新館２階サーバー室に庁内

の情報機器がすべて集約されております。

阪神大震災及び東日本大震災を経た現在

の防災情報セキュリティの基準から、低

地で川のそばにあります本市庁舎の２階

に重要なサーバー室があるのは非常に問

題であると認識はしております。

　今後、早期に外部の安全なデータセン

ターへの機器のアウトソーシングを行い、

また複数の外部へのデータバックアップ

の分散配置、通信回線を複数事業者に分

散させて停止させないなど、災害に対す

る業務停止のリスクを低下させるよう順

次対応を検討してまいりたいと考えてお

ります。

○野口博委員長　橋本課長代理。

○橋本予防課長代理　それでは、悪質な

住宅用火災警報器の販売についてのご質

問ですが、現在のところ、摂津市内で報

告されている事案はございません。平成

１７年６月から２３年１月までの総務省

消防庁から消防機関に報告のあった事案

は、全国で１５５件ございました。

　本市といたしましては、引き続き市ホー

ムページ、広報紙等の媒体を利用すると

ともに、小学校区自主防災訓練や防火フェ

ア等の際に市民の皆様に対して注意を呼

びかけております。また、電話、来署さ

れた市民の皆様の購入に関するお問い合

わせにつきましては、個別にご指導、ア

ドバイスをさせていただいており、悪質
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な販売の防止に努めてまいりたいと考え

ております。

　続きまして、予防業務の今後の体制に

ついてお答え申し上げます。

　現在、予防課では課長、課長代理、危

険物係が２名、指導係が２名、隔日勤務

者の予防業務兼務者が３名、予防業務に

当たっております。

　今後、大阪府からの保安３法の権限移

譲に伴いまして、業務が大幅に増加する

ことが考えられますが、従来からの予防

査察、危険物規制事務に加えまして、総

合的な保安行政を推進するために予防課

の体制を整備し、効率的な事務執行に努

めまして、移譲後も引き続き市民の皆様

の安全、安心を確保してまいります。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　では、３回目の質問を

させていただきます。

　まず、研修、経理等の話でございます

が、昨年複式簿記の研修に行かれたとい

うケースがあるということと、全体の底

上げの必要性が、二つポイントとして挙

げられていたのかと思います。

　その複式簿記の研修におきまして、そ

れを帰ってこられたときにフィードバッ

クされておれば、それは一定広がりがあ

ろうかと思います。これ自体はもちろん、

今すぐに必要となるわけではないんです

が、やはり今後を見据えたときに、その

重要性はいやが応にも高まってまいりま

すので、それを踏まえた対応のあり方に

ついて検討していただきたいと思います

ので、今回は総務というくくりですけれ

ども、全体の課題としていろんな検討を

していただきますように、副市長も市長

公室長もいらっしゃいますので、よろし

くお願いいたします。

　次に、情報施策においての危機管理等

について、大槌町や南三陸町の事例をご

紹介いただきまして、また本市のメーン

が２階にあるのは問題であるというお答

えでございました。それを踏まえた上で、

外部への分散やバックアップ等の体制に

ついて検討するということでありました。

　洪水ハザードマップの表紙には本市庁

舎が浸かった写真が使われておりますこ

とを考えますと、やはり水害は本市でい

つ再発してもおかしくないという環境で

あると思いますので、先ほどは防災資機

材について申し上げましたけれども、こ

ういったところにもしっかりと目を配り

ながら、全体的な防災対策に取り組んで

いただきたいと、将来を見据えた対応を

お願いいたします。

　次に、消防の２点でございます。

　悪質な訪問販売のケース等はなかった

ということで、これは一安心できる情報

でありました。今の状況でありますと、

これ以上何らかの手だてが必要になって

くることは少ないと思いますので、現状

を維持しつつ、設置がしっかりとなされ

て、それが結果的に防火につながる体制

になるようお願いいたします。

　最後になりますが、査察を含めて総合

的な保安行政についてのお答えがありま

した。人材配置もしっかりと考えていた

だいた上のお答えでありました。これか

ら新人さんもふえて、なかなか知識、経

験の浅い方もそういった現場に出ていか

れると思いますが、火事はやはり起こさ

ないのがベストでありますので、そういっ

た点から予防という重要性についてしっ

かりと啓発もできるように、査察のしっ

かりとした執行もあわせて環境整備に努

めていただきたいとお願い申し上げます。

　全体といたしまして、これは決算でご

ざいますので、これからにつながる内容

であればいいなと思っております。これ

からというのは来年でありますし、さら
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にその先でもあります。

　今後、今の国や世界の動向を考えます

と、さまざまな制度改正や人材育成の必

要が出てくるかと思います。その中には、

これまでの方々が苦労してつくり上げて

こられたマニュアルやシステムがあろう

かと思います。しかし、それが必ずしも

これから必要なものであるかどうかはわ

かりません。そういったときには、勇気

を持った決断も必要になってくると思い

ます。そういった点を踏まえながら、次

の予算編成、またその次の編成、各種の

教育、研修等につなげていっていただき

たいと申し上げて、私からの質問を終わ

ります。

○野口博委員長　三宅委員の質問が終わ

りました。

　続いて、上村委員。

○上村高義委員　それでは、私から質問

をさせていただきます。

　予算の審議のときは収納率ということ

について絞って質問をさせていただきま

したけども、決算ですので不納欠損とい

うことについて質問をさせていただきた

いと思っています。

　不納欠損の過去の経緯を調べてみます

と、平成２２年度決算において、初めて

固定資産税、都市計画税において現年度

分の不納欠損が出ているということであ

ります。この不納欠損の内容と、どうい

う根拠で不納欠損処理をしたのかという

ことについて、まずお答えいただきたい

と思っております。

　それと、過去の不納欠損の状況を調べ

てみますと、固定資産税不納欠損の率が

非常に高いのが平成１７年度です。これ

は過去の不納欠損のグラフなんですけど

も、それまでは滞納額に対する不納欠損

額の比率なんですけども、３％できてい

たのが、急に１７％になっています。こ

れは平成１７年度決算で委員会で審査し

たと思うんですけども、改めてこのふえ

た中身について、どういう中身なのかと

いうことと、個人市民税においては平成

１９年度に異常に高くなっています。そ

れまで約五、六％だったものが、この年

は１５％と異常に多くなっているわけで

すけども、この内容についてどういう状

況であったのかということと、もう一つ、

不納欠損がもし間違いであったら、結果

的にどうなるのかということを教えてほ

しいんですけども、過去にある市で、実

は不納欠損したんだけども、不納欠損を

今すべきではない状況であったというこ

とで、市長がおわびの文を出している市

があるんですけども、もし不納欠損処理

が間違ったらどうなるかということと、

今回の不納欠損の内訳なんですけども、

不納欠損を処理するには、税は地方税法

１８条の規定による事項と、地方税法１

５条の７第４項と地方税１５条の７第５

項で処理するわけですけども、この中身

がきちんと調べられているのかなという、

比率がわかれば教えていただきたいとい

うことでお尋ねをしておきます。

　次に、東日本大震災を受けて、先般の

本会議でも一般質問がいろいろありまし

たけども、私がお尋ねいたしますのは、

関連して４点あります。

　一つは、自主防災訓練についてです。

これも去年の決算で質問したと思うんで

すけども、去年の決算のときは自主防災

訓練の実績の事務報告がないと、事務報

告書に記載されていないと言ったんです

けども、ことしも記載されていないんで

すけども、その自主防災訓練の総括はだ

れがしているのかということなんです。

　これは各１２小学校区で自主防災訓練

が定着化してきております。しかし、長

年やっているのでマンネリ化もあるし、
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そのことを市行政としてどう捉えている

のかというのが問題であって、実際に私

はある自治連合会の会議に行ったときに、

ある女性の方から今の自主防災訓練では

不安ですと、自治会長何とかしてくださ

いという声がたくさんあったんです。や

はり市民の皆さんは非常に不安感を持っ

ているんです。だから、市民の安心、安

全、安心感を与えるためにも何かしない

といけないわけですけども、そのために

第１点として、この１２小学校区が実施

している自主防災訓練の総括はしている

のかということと、何か結果があるのか

ということ。

　それと、総合防災演習、これは青少年

広場でやっております総合防災演習です。

これも関係機関が連携して夏の暑い日に

やっておられますけども、事務報告書に

やりましたということは書いているんで

すけども、やってよかったのか、悪かっ

たのか、問題があったのか、なかったの

か、そこら辺が非常に見えてこないんで

すけども、そこらをちゃんと総括してい

るのかということが一つと、このことは

地域防災計画に書かれている内容とそご

はないのか、地域防災計画に書かれたと

おりにやっているんですかということが

非常に問題なので、そごはないのかとい

うことでお答え願います。

　そして、もし訓練の総括をしていたら、

その議事録があるかということが問題に

なってきますので、その議事録はあるの

ですかということです。

　それと、もう一点は、これも同じよう

に災害対策本部指揮監督者机上訓練をや

りましたと載っているんですが、これは

本庁の職員、幹部職の皆さんが一堂に会

して机上での訓練を行ったと書いてあり

ます。このことも、訓練をやって、何が

問題で、何がうまいこといったのかとい

うのが見えてこないんですけども、そこ

ら辺の総括もご報告をいただきたいと思

います。

　それと、多分そこでも議論があったか

もしれませんが、これは幹部職と書いて

あります、管理監督者。一般職員はどう

するのかということが見えてこないので、

実際に動くのは一般職員も動きますので、

そこら辺での関連はどうなっているのか

ということ。

　それと、この関連で最後ですが、４３

９ページに書いてあります東日本大震災

の消防援助隊の救援活動ということで、

これについては報告会もありましたし、

大変ご苦労さまということで敬意と感謝

を申し上げますけども、その後の消防隊

員へのメンタルのチェックはきっちり行っ

たのかということをまず聞かせていただ

きたいと思います。

　指定管理者制度についてお尋ねします

けども、予算のときに指定管理料の予算

額は総額で幾らですかと聞いております

けども、決算が出てきたので、平成２２

年度における指定管理料の総額、決算額

は幾らだったのかということをまずお聞

かせください。

　それと、創造的人材育成事業というこ

とで行っておりますけども、昨日１７日

付で新聞に載っておりましたけども、被

災地に向けて新任の職員を現地に派遣さ

れたということで、育成を目的にされた

ということでありますけども、それに対

する成果、求められる成果、求める役割

というものを、トップとしてどういうこ

とで派遣をしたのかということ。新聞に

はいろいろ書いてありましたけども、や

はり喫緊の課題として防災対策をきっち

りする。すぐに成果が求められる状況だ

と私は思うんですけども、それに対して

目的を持って、どういうことでというこ
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とをきっちりと明確に示していっている

と思うんですけども、それは何だったの

かということでお答え願いたいと思いま

す。

○野口博委員長　最後の質問については、

今日、該当職員も一緒について行ってお

ります。一応、答えてもらいますけども、

年度が違いますので配慮していただいて、

次にお願いいたします。

　答弁を求めます。野村課長。

○野村納税課長　それでは、私から市税

の不納欠損に係りますご質問にお答えさ

せていただきます。

　１点目の平成２２年度固定資産税及び

都市計画税に係る現年の欠損についてと

いうことでございます。この部分につき

ましては、その根拠となるものですが、

地方税法第１５条７の５ということで、

そちらは即時停止という形の処理になっ

ております。これにつきましては、通常

執行停止の処理をした場合、停止後３年

間、同じ状態が続いておれば不納欠損の

処理に回るという形になるのですが、こ

の即時停止につきましては、執行停止を

かけた後、仮に３年を継続した場合でも

資力の回復というものがその時点で明ら

かに見込めない場合については、現年度

分についても即時で不納欠損処理をする

というようなときに使っております。

　今回の内容でございますが、法人の固

定資産税についてですが、倒産や破産後

の配当があって終了となったものや、無

配当となって終結した部分がございます。

その部分について、当初は滞納繰越分の

執行停止を行っておったのですが、その

法人に係る現年度分の固定資産税の課税

もあったということで、倒産後廃止とい

うことですので、法人としてはもう存在

しませんので、仮に３年たっても状況が

変わらないということが明らかですので、

同様の形で現年分についても欠損処理と

したところでございます。

　次に、過去の欠損で欠損率の高かった

ところということで、平成１７年の固定

資産についてでございますが、一番大き

なところとしては、個人の固定資産税で

ございますが、これも執行停止後３年を

経過した部分で約５，８００万円を超え

る欠損となったものがございます。この

部分につきましては、個人の方の名義の

土地で、その個人の方が事業を行ってお

られて、その事業が失敗されたという形

で事業が継続できなかったということで、

その不動産について競売事件になったと。

その部分について、本市としても交付要

求という形で行って、一部未納税への配

当というものがあったのですが、その後、

本人の財産調査をしても目新しい財産は

見つからない状態であったので、執行停

止という状態を処理いたしまして、３年

が経過した平成１７年度に欠損という形

で処理した部分でございまして、これに

係る部分が１７年度の欠損額を大きくし

た主な原因かと思われます。

　次に、平成１９年度の市民税について

高い部分がございます。この部分につい

ても執行停止という形で行っている部分

が大部分でございますが、主に破産など

によって財産がなくなったということで、

今後の納税が難しくなったという処理で

行ったものでございます。

　それから、３点目の不納欠損が誤って

行われたときの対応ということでござい

ますが、この部分、我々は何重にもチェッ

クしておりますので、基本的に間違って

行うということは想定されておられない

ので、間違って処理するということがな

いようにやっているということでご理解

いただきたいと思います。

　最後に、不納欠損に係るそれぞれ根拠
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となる部分でございますが、先ほど委員

からのご質問の中にもありました地方税

法第１５条の７第４項による執行停止、

これについては滞納処分を前提とした財

産調査というのを我々納税課で行ってい

るわけですが、調査した結果、無財産で

あるとか、預金等もかなり少額な預金と

いうことであったり、それを差し押さえ

ることによって生活困窮に陥る場合が考

えられるというようなとき、また所在等

が不明な場合などについて執行停止とい

う形で、３年間その状況が継続した場合

については欠損の処理に回るというもの

でございます。こちらの割合が、２２年

度で見ますと欠損額全体の約５０．２％

になっております。

　そして、同じく地方税法第１５条７第

５項、これが先ほどの現年の欠損でも触

れさせていただきましたが、これが即時

消滅というものでございまして、法人等

が破産等によって将来においても徴収不

能な状態が明らかな場合ということで、

この部分が８．３％となっております。

　そして、地方税法第１８条の１、これ

は法定納付期限から５年間、差し押さえ

等の処分等を行使しないことによって起

こる時効による消滅ですが、この部分が

約４１．５％となっております。ただ、

この１８条の１の４１．５％の中には既

に執行停止の処理をかけておった部分も

含まれております。というのは、執行停

止をかけて不納欠損となるまで３年間の

継続で状態を見るというところがあるん

ですが、その３年間のうちに５年の請求

権の時効を迎えてしまう場合もございま

す。この場合の処理は、１８条の１とい

うことで、請求権の時効による欠損処理

という形でカウントしておりますので、

４１．５％という数字になっております

が、この中の今言いました執行停止中の

ものということと、１５条７の４、既に

執行停止で３年間たった消滅部分、これ

を合わせますと全体の約７８．３％とい

うのが、我々の中で財産調査等を行った

結果、やむを得ず執行停止、欠損の処理

に回った分というふうになっています。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　東日本大震災関連

のご質問と、職員派遣、災害派遣につい

てのご質問にお答えします。

　まず１点目、自主防災訓練についてで

ございますが、先ほども申し上げました

ように、自主防災組織は旧の小学校を含

めました１２地区で組織が立ち上げられ

ておりまして、１１月から３月までの間

に防災演習、訓練が実施されております。

　訓練の内容としましては、消防訓練を

中心にしておりまして、水消火器の使用

訓練であるとか、煙体験、ＡＥＤ、応急

救護の訓練、バケツリレーの訓練、炊き

出しなどが行われております。

　この訓練内容につきましては、事前に

消防署を含めまして防災担当と地元の自

主防災組織が打ち合わせをして、どうい

う訓練をしていこうかということで事前

に行っている訓練でございます。

　事務報告書に記載されていないという

ことは申しわけないと思っております。

来年以降、その内容については記載して

いきたいと思っておりますが、それぞれ

の訓練につきましては必要な訓練である

と思いますが、やはり参加者が固定化し

ているであるとか、その訓練内容につい

て今回の震災が反映されているかどうか

という意味においては、今後もう少し実

際に即した訓練の内容について検討をす

る必要があるのではないかと考えており

ます。

　それから、総合防災演習についてでご

ざいますが、総合防災演習は例年９月に
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実施しておりまして、今年度につきまし

ては台風の接近で中止させていただいて

おります。総合防災演習につきましては、

各関係機関、自衛隊、茨木土木事務所、

大阪府、関西電力や大阪ガス等、その関

連機関と協力して防災演習を実施してお

ります。

　防災演習の内容につきましては、地域

防災計画に記載されております内容に基

づいて実施しております。

　それから、議事録等総括しているもの

はないかということでございますが、こ

ちらについても、防災演習を実施するに

当たりまして、事前に２回ほど会議をさ

せていただいて、今回はこういう形で演

習をしましょうということでシナリオを

つくって、そのシナリオに基づいて実施

しておりますので、議事録はございませ

んが、その演習の内容となっております。

　それから、机上訓練についてでござい

ますが、昨年の１月に防災訓練としまし

て、災害対策本部の指揮監督机上訓練を

実施しております。実際に災害が起こっ

たときに、地域防災計画にございますそ

れぞれの担当部署がどのような被害が発

生しているかを想定して、それについて

どういう対応をしていくかという机上訓

練を実施しております。

　一定その机上訓練では災害を想定しな

がら、対応策を練るという訓練をやって

おりますので、その成果はあったと思い

ます。

　それから、一般職員についても、従来

は招集訓練をやっていたのみであったの

ですが、実際の災害時の行動計画に基づ

いた、例えば情報伝達訓練とか、そうい

うものを実施すべきではないかと思いま

す。今後、それを検討していきたいと思っ

ております。

　続きまして、今回の職員派遣、昨日、

職員を送り出す式を行いました職員派遣

についてお答えいたします。

　事前に議員各位にもお知らせしており

ましたとおり、本日２０日から１２月２

２日までの間、１０月１日採用の職員の

うち被災地より採用しました職員２名を

釜石市に派遣いたしました。

　派遣の目的としましては、岩手県釜石

市は今回の大災害におきましてまちぐる

みの防災対策を構築したことにより、釜

石の奇跡というのをご存じだと思います

が、特に子どもたちの大きな人的被害を

免れた実績がございます。それから、復

興においても大変うまく、ＮＰＯ団体等

市民と協働しながらまちづくりを行って

いるということをお聞きしまして、派遣

職員には被災者の生の声を聞くというこ

とで、これからの災害の復興支援ととも

に、市が掲げます市民との協働のまちづ

くりについても十分に学ぶことができる

と考えております。

　今回の派遣職員の経験を生かして、被

災者の目線から摂津市の現在あります地

域防災計画を見直し、高い防災意識のあ

り方など、本市の防災行政に反映させて

いきたいと思います。また、不幸にも西

日本においても災害が発生した場合、災

害派遣の今回の経験を生かしながら、災

害派遣等が考えられる場合には、そのノ

ウハウとなるものだと思っております。

○野口博委員長　納家課長。

○納家消防本部総務課長　それでは、消

防総務課所管分の東日本大震災に緊急消

防援助隊として出動したが、その後の隊

員の健康状態とメンタル面についてはど

うかという問いにお答えいたします。

　緊急消防援助隊の活動には、大変過酷

であったと報告を受けております。緊急

消防援助隊の帰庁と同時に、出動隊すべ

てに対して派遣に伴う惨事ストレス等の

－29－



健康チェックを行っております。異常等

はございませんでした。また、その後も

継続して健康チェックは欠かさないよう、

最善の努力を行っておりました。もちろ

ん定期健康診断には、出動隊員も含め全

消防職員が受診しております。

　また、今後もさらにメンタルヘルスに

関する研修を積極的に受講する予定であ

ります。

　現在、緊急消防援助隊として出動した

隊員１６名全員が健康状態は良好であり、

またメンタル面も良好でありました。

　また、東日本大震災による被災地の環

境は、想像以上に過酷であったことの報

告を受けており、今後においては食糧、

飲料、寝具等の装備品を充実していくこ

とをかんがみまして、身体のみならず、

精神面においても惨事ストレスを解消す

るため、メンタルヘルスケアを重視し、

心身ともに健康な消防職員の人材づくり

に努めてまいりたいと考えております。

○野口博委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、私から

指定管理に関しまして、指定管理料の総

額ということでございましたので、平成

２２年度の予算額と、それに対する確定

の決算額についてお答え申し上げます。

　平成２２年度の指定管理に係るトータ

ルの予算額は約１５億６６１万円でござ

います。それに対しまして、決算におき

ましては約１４億３７８万円となってご

ざいます。

○野口博委員長　上村委員。

○上村高義委員　まず、不納欠損につい

てですけれども、即時停止したというこ

とですけども、この現年度不納欠損とい

う、私が平成８年から議員になって、ずっ

とデータを見ているんですけども、今は

２２年ですが、十何年間で初めて現年度

の不納欠損が表に出てきたんですけども、

過去にも同じような事象があったと思う

んです。そういうのはよくある話なので、

過去にもありながら現年度不納欠損とし

ていなかった。翌年度に繰り越して滞納

分の不納欠損額と処理していたと思うん

です。私は非常に決断が早くていい面も

あると思うのですが、これはだれが決断

したのかということが非常に重要であっ

て、これは当然起案書を出して、課長か

ら部長へいって、副市長、市長といくん

ですけども、その中で課長が決裁したも

のがそのまま通るのかという、だれから

もクレームがつかなかったのか、コメン

トは求められなかったのか非常に興味が

あって、そこら辺はどうであったのかと

いうこと。

　不納欠損の比率を先ほど聞きましたけ

ども、１５条の７第４項の執行停止３年

を過ぎて不納欠損するということが一番

多いと、ほとんどがこれかと思っていた

んですけども、これを聞くと１５条の７

第５項が８．３％あったということです。

ということは、ことし現年度課税した部

分と同じような扱いが滞納分でもあると、

調べるうちにそういうことがわかったと

思うんですけども、地方税法１８条規定

の事項、これは５年間、督促も何も出さ

なかったので、知らぬ間に５年が過ぎて

いた。だから、これは不納欠損ですとい

う捉え方をしているんですけども、１回

でも督促状、催告、何かそういう処置を

取れば３年間で落ちるわけですけども、

この１８条規定の事項は何もしなくて５

年を過ぎたから不納欠損という処理なん

ですけども、最初は４１．５％と言いま

したが、実際は１５条の７第４項が２０

％ぐらいあったのかという思いがあるん

ですけども、この振り分けが非常にあい

まいな気がするんです、今の話を聞いて

いますと、そういう印象を受けました。

－30－



　それからいくと、徴税活動に幾らお金

を使っているのかとお聞きしたいんです

けども、実は国の移管を受けて名古屋大

学の経済学研究科の梅村竜也さんと小川

光さんという方が滞納と不納欠損に関す

る研究をされているんです。それに徴税

活動と不納欠損の因果関係を調べておる

んですけども、徴税活動にたくさんお金

をつぎ込んで収納率が上がるということ

と、余りお金をかけなくても収納率は上

がるかどうかという研究をしているんで

すけども、徴税費をたくさん使って必ず

収納率が上がるとは限らないんですけど

も、しかし、摂津市も徴税活動として幾

らかのお金を使っていると思うんですけ

ども、そのお金は幾らなのかということ

と、徴税活動をしない場合とした場合、

しなくても今のこの結果が出るのか、し

たからこの結果になったのかというのが

見えないんです、この決算書の中では。

だから、別に徴税活動をしなくても今の

収納率があって、滞納額が発生して不納

欠損になるということなのか、一生懸命

頑張って徴税活動をした結果、この収納

率になって滞納額を抑えましたというの

が見えてこないんですけども、私は目に

見える形にしたいという観点から質問を

しているんですけども、そういった中で

徴税活動の効果というのはどうされてい

るのか、それを２回目で教えてください。

　それと、摂津市においては不納欠損を

整理する、先ほどだれが決断したのかと

言ったんですけども、摂津市においては

不納欠損を処理するに当たって、その実

施要綱、取り決めはあるのかということ。

ここの場合は税収がほとんどですけど、

ただ新しく市営住宅の家賃も審査対象に

なるんですけども、全体でいくと保育料

などもありますけども、それも不納欠損

が発生しています。そういった場合に、

その不納欠損を処理するに当たっては、

どういう基準で決めていますか。だれが

決めるんですかということ。最終的には

市長が決めることになっているんですけ

ど、市長に行くまでにだれが決めるのか

ということが明確になっていますかとい

うことをお答えください。

　それと、防災関連についてですけども、

自主防災訓練につきましては来年から事

務報告書に記載しますということで、よ

ろしくお願いします。これは２年続けて

言っていますので、ぜひお願いします。

　そして、今の自主防災訓練、定着して

市民の皆さんが毎年やっていますけども、

やはり今の訓練を変えていかないとだめ

だというのは市民も思っているんです。

その反省に基づいた新たな取り組みをす

るべきだと思うんです。

　私は去年、１泊の体験避難訓練もすべ

きではないかということを言ったんです

けども、いろんな自治体に聞いていけば、

そういう話が出てくると思うんです。そ

の結果、出てくるのは人、物、金なんで

す。お金も要るんです。それは予算に反

映して、人、物、金が出てこなかったら

今までと同じになりますので、そこには

人、物、金をきっちりつかんでいかない

と充実した訓練、より実践に即した訓練

には結びつかないと思いますので、その

辺をきっちり押さえていただきたいとい

うことでお願いしますし、現時点で、皆

さんもいろいろ勉強してここまで来てい

ると思うので、東日本大震災以降、何か

考えあれば答弁を願います。

　総合防災演習についても報告がありま

したけども、事前の会議は２回しました

という話がありました。事後の会議もし

たのか、しなかったのか。今の報告では

したという報告はなかったので、やはり

事後の会議もちゃんとして、そこでこと
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しの訓練はどうであったのか、今の流れ

の中で求められる訓練内容とは何かとい

うことをきっちり示していかないと。あ

れは阪神淡路大震災を教訓とした訓練な

んです。そのことをきっちりと変えてい

くということが大事なので、そのために

はやはり総括をして、問題点を洗い出す

ということをぜひやっていただきたい。

　それと、机上訓練についても、管理監

督者・幹部職はやられたということであ

りましたし、その総括もどうであったか

といろいろ思いがあったと思うんですけ

ども、要は地域防災計画に書かれている

のは、各部署ごとの役割を書いてあるわ

けです。この前の本会議の答弁では、地

域防災計画は平成２５年度に見直します

という答弁があったと記憶しているんで

すが、２５年でいいんですかという、今

すぐしなければだめなんじゃないですか

というのがあるんです。そんなに古い計

画で訓練しても意味がないんです。

　今ここに組織改定があって、住宅担当

課は総務部に来ているわけです。今まで

は５階の都市整備部にあったのが、ここ

に来て、あなたのトップは総務部長なん

です。１階のこども育成課が６階の教育

委員会に上がって、もう組織が変わって

いるわけです。変わっているのに、地域

防災計画に書いている中身は前のままな

んです。これで組織が動くはずがないん

です。組織改定があったら、すぐにこれ

も変えるような仕組みがないというのが

一番問題になってくる。だれがこれをす

るのかということと、そういう仕組みは

どうなっているのかが非常に問題であっ

て、それからいくと、今の地域防災計画

は絵に描いた計画なんです。実態にそぐ

わない。

　そのことを認識しておくべきだという

ことであって、ましてや、一般職員の皆

さんに、今ここで地震が起きました、あ

なたはどうしますかと聞いたときに、私

はどこどこに行きますと明確になってい

ますかということが一番問題であって、

それが訓練の中でちゃんと体得して、言

われなくても動けるようになるのが訓練

なので、市の職員は火災の避難訓練はあ

りますけども、職員の１割か２割が出て

きますが、ほとんど人は出てこないんで

す。お客さんがあれば対応しなければな

らないので出られないということなんで

すが、実際にそれで大丈夫なんですかと

いうのがあるんです。それは日を改めて

するとか、机上訓練もいいんですが、机

上訓練が代替案で出てきたと思うんです

けども、全職員に対してそのことをきっ

ちり認識してもらうためには、一般職員

にも徹底してするべきではないかと思っ

ていますので、このことについてもう一

度答弁をお願いします。

　それと、東日本の緊急支援ですけども、

先ほどメンタルチェックについてはちゃ

んとしていますということで、その後の

隊員も今のところは元気にやっています

ということでありました。非常にご苦労

さまということと、やはりせっかく経験

を積んできたので、この隊員の皆さん、

１６名が行かれたので、この貴重な経験

を摂津市民のために生かしてもらうため

に、向こうで体感したことを基に摂津市

における防災、避難のための提言みたい

なものをつくっていただけないかという

のがあります。

　幹部職が聞き取りでもいいので、それ

を聞き取った結果をちゃんとまとめて、

提言という形でしてもらうのが市民のた

めにもなるのではないかと思っています

ので、そのことについてお答え願います。

　それから、指定管理者につきましては、

結果的に予算より決算の額が若干減って
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いるということでありました。

　指定管理者の総額管理については、予

算のときも質問しましたし、我々議員で

は予算、決算の額が総額として非常につ

かめないんですけど、やはりそれはきっ

ちりと、予算、決算のときぐらいはわか

るようにしていただかないと、チェック

する側としてチェックできないです。そ

れは明確にわかるように、総額は幾ら、

予算は幾ら、決算は幾らということを示

していただかないとチェックが甘くなる

ので、その辺はよろしくお願いしたいと

いうことと、その後、指定管理者につい

てのいろんな検討をされているというの

が載っていますけども、今の指定管理者

制度に向けた動きについて、現状につい

ての報告をしていただきたいと思ってい

ます。

○野口博委員長　野村課長。

○野村納税課長　それでは、２回目のご

質問にお答えさせていただきます。

　まず、１点目の即時停止に関係しまし

て、当然決裁を上席までいただくわけで

すが、その間でクレーム等はなかったの

かという問いでございます。

　執行停止につきましては、先ほども申

しました地方税法１５条の７第４項及び

第５項等によって規定されておりますの

で、それに基づいて行っておりますので、

基本的に内容についての説明等は行って

おりますが、その分で決裁がいただけな

いということはなかったと承知しており

ます。

　その執行停止につきまして、ご質問に

もありましたが、不納欠損の基準という

のは地方税法に定められている部分でご

ざいますが、それの基になる執行停止に

ついての基準というようなものを私ども

も作成しておりまして、それに基づいて

処理調査を行い、処理を行っているとい

う形になっております。それを基に決裁

の処理を行っておりますので、個人個人

の基準ということではなくて、一律に定

めた基準を作成しておりますので、それ

に基づいて行っております。

　そして、欠損の中で地方税法１８条の

１ということで、請求権の時効の５年に

ついてですが、督促も催告もしていない

のではということでございますが、私ど

も基本的に督促、催告については全件行っ

ております。であって、なぜ請求権の時

効というのが発生するのかということで

ございますが、滞納処分、差し押さえや

執行停止、分割納付のお約束をいただい

た部分については、その時点で時効とい

うものがとまりますが、滞納処分を行っ

ていないものについては、督促を出して

も、その日からまた時効がカウントされ

ていくという形になりますので、それに

よって５年間たった部分については、や

むを得ず請求権の時効による欠損処分と

いう形になっております。

　そして、ご質問にありました徴税活動

に要した費用ということでございますが、

私どもで国に報告しております徴税費と

いうものにつきましては、昨年度３億４，

６４０万円ほどになっております。この

うち、職員の人件費に係る部分は２億２，

０００万円ほどかかっておりますので、

それ以外が事務等で使用している部分に

なろうかと思います。

　そして、徴税活動をしなくても、して

も同じかどうかというところでございま

すが、事実、我々納税課の職員は日々税

金の納付ということ、また徴収というこ

とで日々業務を行っております。その中

身につきましては、先ほどもありました

督促や催告を行う、催告についても文書

催告や電話催告等々いろいろと行ってお

ります。
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　そして、今回のご質問の大きいテーマ

の不納欠損でございますが、それを行う

場合も当然滞納処分を前提とした財産調

査等々も行っております。これによって

財産が判明した場合は、担税する資力が

あるということで差し押さえ処分という

行動も行っております。調べた結果、逆

に財産がないとか、押さえることによっ

て生活が困窮する恐れのある場合につい

ては執行停止という手続も行ったりして

おります。

　また、それとは別に、毎年市民税、固

定資産税についても５月、６月に年税額

と４期割の納付書というのを市民の方に

お届けさせてもらっています。中には期

別どおりのお支払いがしんどいというこ

とで、窓口や電話での分割での納付相談

等々もございまして、そのあたりの業務

を行っております。それによって税金の

確保というところが図れているのではな

いかと思いますので、仮に我々の業務が

なかった場合ということでございますと、

基本的には税金は納期内での自主納付が

原則になっておりますので、納期内での

納付分については確保されるかと思いま

すが、それ以外の部分については我々の

業務でというと少し語弊がありますけど

も、活動した中で確保してきている部分

ではないかと思っております。

　その部分で申しますと、平成２２年度

の現年課税分の市税の調定額が約１８８

億円余りとなっています。この部分につ

いて、納期内納付ということで納期限内

に納付いただいている金額が約１７７億

円という形になっておりまして、そこか

ら言いますと１１億円程度が納期が到達

した時点での未納という形になっており

ますが、その部分については督促、催告

もそうですが、分割等、滞納処分等々を

行うことによって約８億２，０００万円

ほどの徴収をすることができております

ので、徴税活動をやっていての効果とい

うふうにご理解いただければと思います。

　最後に、不納欠損になる基準というこ

とでございますが、先ほどもお答えさせ

ていただいたとおり、不納欠損について

は地方税法によって定められております

が、その前段階となる執行停止の要件等

については、我々で執行停止の基準等々

を作成して、それに基づいて課員一同一

律な判断で処理を行っているところでご

ざいます。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　東日本関連といた

しまして、先ほどの自主防災訓練の新た

な訓練について何か考えておるかという

ことについてお答えします。

　今考えておりますのは、避難所に速や

かに避難するという招集訓練であるとか、

問題となりました要援護者をいかに避難

させるかということで、地元自治会の協

力を得まして避難する訓練等を考えてお

ります。

　また、これは大阪府等との連携にはな

ると思いますが、帰宅困難者訓練という

のが近々行われます。これは職員だけ今

回は参加するということで、大阪駅周辺

から摂津市までどのように戻るかという

訓練も実施されることで、来年以降はこ

のような訓練も市民の方に参加していた

だくことを考えております。

　次に、地域防災計画の見直しについて

でございますが、現在の地域防災計画は

平成１９年に改定したものでございまし

て、そのときは災害基本法の改正という

ことで大きな変更点がございました。今

回、２５年以降ということでご説明させ

ていただいておりますのは、津波被害、

現在、阪神淡路大震災がベースになって

います被害想定が今回の東日本が置きか
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えられて、新たな被害想定をするという

ことで、大きな変更について２５年度以

降というふうに検討しております。

　先ほど委員からご指摘のありました機

構改革、そういうものについては速やか

に変更したいと思いますし、また現在考

えております避難所の増強ということで、

民間企業、私立の学校等に広げていくと

か、備蓄の再配置等は簡易な変更の内容

として逐次変更したいと思っております。

○野口博委員長　堤参事。

○堤警備第２課参事　東日本大震災への

派遣によって、本市の防災に何か提言が

できるものはないかというご質問にお答

えします。

　派遣隊員は帰庁後、活動内容を取りま

とめ、市長、市議会、職員をはじめ、各

企業、団体、自治会からの講演に多数出

向きました。この大震災でも、やはり隊

員からの聞き取りによりますと、日々の

訓練や心構え、自助、共助による地域防

災力の向上が防災または減災に着実につ

ながるものと聞き取っております。これ

からも自主防災訓練などの機会に積極的

に講話などを行い、市民一人ひとりの防

災意識の向上に努め、今後の本市防災活

動の参考にしたいと考えているところで

ございます。

　また、活動記録の冊子につきましては、

大阪府下消防長会が「東日本大震災緊急

消防援助隊大阪府隊活動記録」と題しま

して、府下各消防本部から派遣された隊

員の活動を約２００ページにまとめ、災

害の概要、被害状況、活動内容、関係機

関の対応等を詳細に記載した記録紙を現

在作成中でございまして、これらに投稿

した手記や講話で用いたパワーポイント

等の資料、今回の派遣活動に係る資料に

ついては一括保存し、有効に活用してま

いりたいと考えております。

○野口博委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、指定管

理についてのご質問にお答え申し上げま

す。

　まず、ことしの３月の第１回定例会の

委員会でもご指摘のあったことですけど

も、指定管理料の予算額が非常にわかり

にくいというようなことで、債務負担行

為の額と予算の事項別明細書の額、協定

書の額、これが三者三様であるというこ

と、今回は２回目のご指摘でございます。

予算につきましては自治法施行規則にお

きまして、目的ごとに調製するというこ

とになっておりますので、そのあたりが

なかなか、例えば社会福祉事業団であり

ましたら老人福祉センターであれば老人

福祉費という目に計上されるんですけど

も、そのほか身体障害者福祉センター、

そのほかのくすのきやはばたき、これに

ついては身体障害者福祉費ということで

予算計上が分かれるわけですけれども、

今後、担当所管と財政当局とも話をしま

して、なるだけ見えやすいような形に何

とかできないものかということを検討さ

せていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　次に、指定管理と外郭団体をめぐるそ

の後の動きということでございます。

　去年８月２０日に総務常任委員協議会

を開いていただきまして、指定管理者制

度の指針の第一次改訂版についてご説明

申し上げたところでございます。その中

で申し上げておりました、平成２２年度

につきましては各外郭団体、これは７団

体ございますけども、うち社会福祉協議

会につきましては厳密に言いますと外郭

団体ではございませんで、監査でいう財

政援助団体という位置づけで、指定管理

者ということではございません。これも

含めまして、７団体から業務改革、改善、
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経営強化等の取り組みの指針ということ、

各団体で自分たちのことを分析していた

だいて、これからどのように改善、改革

をしていくかという取り組み指針を出し

ていただくということにしておりました。

これにつきましては、全７団体から３月

末日までに提出を受けております。

　それから、平成２３年度につきまして

は、指定管理者制度と外郭団体のあり方

検討委員会ということで、第１回を５月

２７日に開いております。委員の構成と

しましては、行政側は副市長、総務部長、

市長公室長、外部委員は３名でございま

して、大学の先生、民間からの委員が１

人、経理経営に関する識見を有する方、

これは税理士の方ですけれども、合計６

名で発足いたしております。先ほどの指

針の内容や今までの経過の説明につきま

して、第１回で事務局からご説明申し上

げて、１回目につきましては今後の議事

の公開、非公開について審議がなされて

おります。それを受けまして、２回目に

つきましては７月に各７団体を所管され

ております庁内の関係部局、具体に言い

ますと保健福祉部、生活環境部、都市整

備部、こちらの部課長にご出席いただき

まして、委員との忌憚のない意見交換と

いうことで、行政として外郭６プラス１

団体の７団体の方にどうあっていただき

たいのかということを含めて議論がなさ

れております。

　それから、９月初旬でございますけれ

ども、今度は各外郭団体の施設、どのよ

うな業務をやっておられるのかわからな

いと、なかなか議論ができないというこ

ともございましたので、１日かけまして

市内７団体の事務所や施設について見学、

視察をいたしております。

　その後、１０月に２日間に分けまして

７団体の理事長、局長、プロパー職員に

お越しいただいて、各委員と意見交換を

持っていただいております。

　今の段階では、３回の委員会と１回の

現地視察ということで、現在のところ、

中間的な取りまとめ等についてはできて

おりませんけれども、今後も事務局で日

程等をお示ししながら、引き続き検討を

進めていただくこととしております。

○野口博委員長　上村委員。

○上村高義委員　３回目の質問させてい

ただきます。

　不納欠損につきましては、不納欠損処

理の要綱があるということでありました。

これは内部文書としてあるわけですよね。

できましたら、それを提出していただき

たいということをお願いしておきます。

　それと、徴税活動として今回では１８

８億円の税収の中で１７７億円が納期内

であって、１１億円が頑張った成果とい

うお話でありましたが、いずれにしても

成果がわかりやすいようにしてほしい。

　実は、これはそういう債権管理のフロー

なんですけども、最終的には不納欠損に

陥るんですけども、納めてくれれば右側

に来るわけですけども、いろんなところ

から、途中から右に来るわけです。すぐ

に納めたら一番上から来ますし、督促や

電話をしたら横から来ますし、家まで行っ

てお願いすれば払ってくれましたとか、

これが徴税活動なんですけども、この１

番目が幾らで、２番目が幾らで、３番目

が幾らというのが徴税活動の効果だと思

うんです。

　結果的には不納欠損になりましたと。

これは不納欠損処理要綱によって処理し

ましたということで、この数値が明らか

になってくると思うんですけども、それ

をきっちりと押さえるということが管理、

マネジメントの仕事である。それでみん

なが手順に基づいて事務を執行するとい
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うこと。それでよく頑張った、頑張らば

なかったということがわかるのではない

かと思っていますので、債権管理、回収

については副市長が委員長でありますの

で、そういったことで摂津市として不納

欠損について、あるいは収納についてど

ういう考えを持っているのか。その考え

が職員の意識、モラルに影響しますので、

そこのところを答弁願います。

　それと、自主防災訓練、東日本関連に

ついての摂津市の防災のあり方というこ

とでありましたが、先ほど自主防災訓練

については、いろいろな問題があって見

直しますということでありました。

　新聞等々でもいろんな記事が書かれて

おります。産経新聞に載っていますのは、

新潟県の長岡市が防災拠点校舎、避難所

として長岡モデルというのをつくったみ

たいで、いろんなところから視察や見学

に来ているみたいなんですけども、耐震

工事をするときに以前の新潟県中越沖地

震であったことを参考にしながら、避難

所としてより良い形の避難所をつくった

ということで載っています。今でも避難

所にはみんなが行くんですけども、そこ

にはテレビもない、通報手段がないんで

す。先ほど防災無線の話がありましたが、

あれは一方通行でありますので、向こう

からの情報もほしいんです。双方向の情

報がほしい。そして、ここに書いている

のは、教職員の部屋に電話があって、体

育館には電話がないんだと。だから、職

員が体育館と教職員の部屋を行ったり来

たり、非常に大変だということで、体育

館に電話を置きましたというようなこと

が書いてあるんです。そんな話がいっぱ

い出てくると思うんです。そういう話を

いかに吸い上げるかというのが大事であっ

て、その辺はやはり自治会長さんの力を

得ないと情報が入ってこないので、それ

は体験してもらって、問題点が出てくる

と思うんですけども、そういったことを

１２小学校区の自治連合会の会長さんた

ちと集まって、どういうやり方をしてい

るのかと。

　どんなやり方をしているかというのも、

我々議員はあちこちに行きますのでわか

りますけれども、一般の市民の方はよそ

の訓練内容は知らないので、そういう情

報公開をして、見せて、連携する。そし

て、問題点を洗い出すということでやっ

ていただきたいと思っていますので、こ

れは早急にしないとだめなんです。もう

１１月で、そろそろ各地区で始まってい

きます。平成２３年度は無理にしても、

２４年度以降についてはそういった形で、

今回、職員が研修に行っていますので、

そういうものも参考にしながら訓練に生

かしていくということが大事じゃないか

と思います。

　それと、総合防災演習、対策本部の机

上訓練、これをやれば防災計画を見直す。

随時改定するんだということでしていか

ないと、最新版にならないんです。条例

は議会ごとに変わるんです。摂津市の条

例はすぐに差しかえがきて変わります。

しかし、この計画はずっと眠ったままな

んです。本来は表紙に書くようになって

いるんです。変えてないから書いてない

んであって、本来は都度、平成１７年に

つくったので、１８年、１９年、２０年、

２１年、もう四、五年たっているんです。

四、五年たったら組織も変わっているし、

それは改定履歴として残っていなかった

ら、生きた地域防災計画になっていない

ということになります。

　そういったことで、ここも本部長は市

長なので、副本部長の副市長はどう考え

ているのか。地域防災計画の見直しや実

践に即した防災演習、そこら辺が今の東
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日本大震災を経て、摂津市民に対して安

心感を与えるために、やはり計画も見直

し、訓練もきっちりするというように私

は思いますけど、副市長として、副本部

長としてどういう考えなのかをお聞きし

ます。

　指定管理につきましては、今検討中と

いうことで、私も興味深く議事録を見て

いるんですけども、計画では平成２４年

度ぐらいに答えが出ることになっていま

すので、ことし１年、一生懸命議論され

て、２４年度には新たな形での指定管理、

２５年から新制度に移行すると。２４年

度中につくられるということなので、１

年間きっちりと議論して、また来年度の

予算等々にどういう形で入ってくるのか

見ていきたいと思いますので、これは要

望としておきます。

○野口博委員長　２点ほどまとめて、副

市長。

○小野副市長　防災のあり方につきまし

ての上村委員のご指摘でございますが、

私も基本的にはいま一度、例えば中越地

震での、現在、全国市長会の会長をやっ

ておられる森さん、その方がじかに体験

された形のものが出ております。その中

で私も非常にそうだなと思う言葉、「見

逃し三振よりも空振り三振」という言葉

があります。今回の豪雨でも名古屋があ

れだけ避難をかけた。あれは、ある意味

だと空振り三振であれだけの避難が出ま

した。だから、やはり一番大事なことは、

今言われたように市長なり、副市長なり

がどういう意味合いを持つかということ

が一番大事なんだろうなと、そのことは

非常に思います。

　それで、私ももしもああいう形が、今

回の台風１２号、１５号でも、東日本大

震災でも、例えば行政側で具体的に水が

出た、水道をひねった、しかし下水道が

断裂していた、汚水が吹いて涌いた、ま

た水をとめたということがあるんです。

だから、決して水が出ることが、この下

水道普及率も９４、９５、９６％となっ

ていますが、そのことをいかに想定する

かということも大きな課題であります。

　それから、避難所は全国で言われてい

るように、家のものが大事だから早く帰

りたい、自動車で寝る、多分大都会では

避難所は使わないんじゃないかと言われ

ています。多分そうなってくると、エコ

ノミー症候群の問題がありますし、そう

いうことも想定した中で、避難所の考え

方も一度具体的に、私は具体的に全国の

災害の基本で頑張って、キーワードは自

治会と消防団だと言われています。した

がって、そういうところと具体的にいま

一度、防災訓練のあり方は単に手順とい

うことではなくて、大事なのは自主防災

の分もやはり資機材の活用と、起こった

らどういう手順で進めていくかというこ

とがなかったら、単に集まられて、通常

のルーチンでやって、終わったというこ

とではなくて、まず資機材が使えるかど

うか、あるかどうかということと、どう

いう手順で自主防災を動かしていくかと

いうことの基本に立ち返るというような

ことも、上村委員がそこまでおっしゃる

かわかりませんが、私はいま一度、こう

いうことになったときに過去の大きな阪

神淡路、東日本、中越地震等々あるわけ

ですから、それらの本も売っています。

それらの資料もあるわけですから、私は

そういうことをもう一度、多くは申しま

せんが、立ち返って具体的に話し合いを

するべきだと思っています。

　それから、もう一つは、ここに出てお

りませんけれども、例えばマスコミ対応

もすごくトラブっているんです、どこも

かしこも。２週間に１回ぐらい応援隊は
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代わりますから、マスコミ対応はだれが

対応して、だれが責任を持つのかという

ことですとか、隠さないで全部出さない

といけないとか、マスコミ対応で追われ

てしまったということが、どこもそれで

疲弊したということはどこでも言ってい

ますから、そんなことは予測していませ

ん。ですから、そういうことは今言った

阪神淡路、東日本、中越地震等々があり

ますので、きょうから釜石市に職員二人

を単に行かせるのではなくて、なぜ摂津

がそこに行ったのかということの中が２

点ありますが、申しませんが、そこにきっ

ちり行って、そして私が昨日言ったのは、

例えば、この二人が非常に評価が高けれ

ば、私は第２陣があってもいいと。しか

し、この二人が中途半端であれば、釜石

も結構だと言います。２か月間行きます

ので、いま一度、私どもも山本次長なり、

防災管財課長と議論しまして、もう一度

基本に立ち返って、帰ってきたら彼らの

意見も聞いた上で、市長ときっちりと具

体的な、単なるシミュレーションではな

くて、起こった場合の想定の形としては

ということを、もう一度議論するのに遅

くはないということを考えておりまして、

消防長なり、消防危機管理センターの中

の資料もあるはずですので、それらも活

用しながらもう少し具体的な形というの

も出してもいいんじゃないかということ

を思っておりますので、そういう議論を

させていただきたいと思っています。

　それから、債権管理の問題で、この問

題は市長に専決の権限をいただきました。

基本は野村課長も言いましたが、一番気

にしているのは過去にあったように、下

水道使用にあったみたいに、何か債権を

延ばしておいて、実際に動いてないと。

時効が来るのを待っているんじゃないか

という議論を今でも覚えています。

　したがって、私はこの問題というのは、

あのいただいた中身のとおりやると。た

だし、その中にはまず実調、もちろんプ

ライバシーの問題がありますが、データ

が上がってきています。本当にいただけ

ない人、行政に対してクレームを言いな

がら、だから払わないと言っている方は

やると、そういうことで具体的にやって

おります。税も入ってきております。国

保料も相当上がってまいりました。

　この４月、１名納税担当を増員しまし

た。国保担当も増員したんです。それは

単に増員ではなくて、やはり税も国保も

聞いていますと、ちゃんと市長は目を向

けてくれていたという気持ちがあるみた

いです、一部に。この厳しい中で税に１

名入れてくれたと、国保に入れてくれた

ということがモラルの高揚になって、頑

張ろうということで、具体的な数字で上

がってきています、２３年度も相当。い

ただける方についてはきっちりやるとい

うことで、私はそういう成果も上がって

きていますし、督促なり、面談なり、きっ

ちり手続を踏んで、いただけない方も行

くのではありませんと、いただける方に

ついてはきっちり捕捉していくというこ

とにしておりますので、一気には上がり

ませんが、私は２３年度予算の中でも相

当頑張ってくれていると思います。

　したがって、私は税の中身というのは、

まず職員がやる気をいかに持ってくれる

かということが非常に大きいと思います。

これは間違いなく。他市の場合ですと、

その人間を呼んで、おまえに５年間任せ

るからと言っているところもあります。

そういうところは必ず、データを見ると

上がってきています。ですから、そうい

う意欲のあるということを持たないと、

単に仕事では私はなかなか進まないんだ

ろうと思いますので、今後も限りある中
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ですけども、結果が出るのであれば、歳

入確保で人員の増も含め、職員のやる気

の出る形を、例えば市長が担当課の意見

を聞くなりして、それは非常に効果があ

るように私も思っておりますので、いた

だいた専決委任の中身の形をきっちり出

させていただきます。ただし、取れない

方について追うことはできませんので、

これは分けております。

　そういうことで、相当厳しい形でもっ

て対応し、名前は申し上げませんが、具

体的に大きな形で、一人の方だったら１，

０００万円、２，０００万円とか、そう

いう形もつい最近も入ってきているよう

なこともありますし、息の長い面談と督

促、実態調査に基づいて、これからも頑

張っていきたいと考えておりますので、

２３年度予算の中でも頑張ってまいりた

いと思います。

○野口博委員長　上村委員の質問が終わ

りました。

　三好委員。

○三好義治委員　それでは、質問をさせ

ていただきます。

　決算概要で４ページから、それぞれ歳

入歳出、財政運営についてが載っている

ので、改めてどの項とは言わずに質問さ

せていただきたいと思うのですが、平成

２２年度は摂津市の特徴といたしまして、

今年度も２億数千万円が黒字に計上され

ているという状況の中で、実際は人件費

を削減されてくる中で、扶助費並びに公

債費、特に繰出金、こういったところが

毎年伸びてきているような状況でござい

ます。

　今年度、たばこ税が２５億円入ってい

る中で、平成２３年度大阪府に交付した

背景もありますが、決算上では大阪府に

交付した金額も入れて２億数千万円の黒

字というような決算を出されたわけです。

ということは、実質は私は赤字であった

というふうに感じているんですが、これ

は数字ですから、私が言っているのは間

違いないと思うんですけども、そういっ

た中で平成２２年度財政運営を見ていっ

たときに、毎年、話をさせていただいて

いる部分でいきますと、ことしは基金の

繰入は前年度より非常に低く、半額程度

になっているんですが、市債の発行額と

いうのが、ここの部分については当初予

算を組んだ以上に決算額で上がってきて

いるということの中で、市債の発行の全

般的な考え方についてお聞かせいただき

たいと思います。

　さらに、冒頭申し上げましたように、

紙面上は黒字になっていますが、６月に

大阪府に交付した額が当時は入っている

中での黒字にしている、この事実につい

てお答えをいただきたいと思います。

　その背景といたしましては、決算概要

４２ページ、４３ページで記載されてい

ますような健全化判断比率の状況を見て

も、これを見ますと健全財政だというふ

うに財政当局が言われているんですが、

ただ気になってくるのが、やはり平成２

２年度の標準財政規模が２０年度と比べ

ては３億３，０００万円ほど下がってき

ていると、これが非常に気になる点でご

ざいまして、この要因について具体的に

ご説明をいただきたいと思っていますし、

この歯どめについてどう考えているのか

お聞かせいただきたいと思います。

　さらに、連結実質赤字比率を見ますと、

マイナス１３．５４というふうになって

おります。見かけ上は非常に健全な数値

になっているけれども、やはり特別会計

への繰出金が４４億円もいまだにあると。

こういったことを捉えて、財政としてど

のように考えられて平成２２年度の財政

運営を行ってきたのかという点について
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お聞かせいただきたいと思います。

　それから、市債の発行状況についてで

すが、決算概要の１８ページ、市債発行

額の調べです。銀行資金や財政融資資金、

大阪府市町村振興協会、いろいろと発行

されております。大きくは２点について

非常に気になる点がありまして、大概が

年度末の３月３１日に発行されている、

この部分についてどういう現象が起きて

いるのかという点についてお聞かせいた

だきたいと思います。

　さらに、銀行融資でトータルいたしま

すと１８億７，２００万円が市債発行額

で市中銀行から借りられていると。この

中で、市中銀行で借りられているのが５

億円で借りている退職手当債の利率が１．

８３％で一番低いんですが、そのほかの

銀行につきましては１．９９％となって

おります。公的な資金を借りているとこ

ろでいきますと、大阪府市町村振興協会

なんかは０．３％、全国市有物件災害共

済会は０．４％、こういった低金利のと

ころもあるんです。

　何が言いたいかというと、この銀行資

金というのが指定銀行から借りていると

いうふうに推察するんですが、摂津市が

これまで協力体制にある指定銀行が、今

この時期に１．９９％でないと貸さない

というのが少しおかしいのではないかと。

本来ならば、今やれば、いろんな銀行で

短期や長期にしてでも入札すると１％を

切っているような時代になっているのに、

今なお１．９９％というのはどういう背

景からこうなっているのかお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、一時借入金の借入状況で、

この分につきましても非常に気になるの

が、先ほどの市債発行の期日の問題もそ

うですが、こちらの一時借入金もやはり

出納閉鎖期間に余りにも集中し過ぎてい

ると。だから、原課が国からの補助金、

大阪府からの補助金並びに交付金という

のを余りにも把握せずして、会計室にな

るのか、財政課になるのかわからないけ

ども、本来入ってきているものを見過ご

しながら、安易に一時借入をやっている

のではないかと私は危惧しております。

この点について、ここで集中しているの

は何でかという点についてお聞かせいた

だきたいと思います。

　もう一点については、ここで財産区の

積立金、後ほど土地開発公社のところで

もっと詳しく質問いたしますが、この期

日が４月２２日から９月３０日までと、

４月２２日から１０月２２日までで、１

年間通年ではないんです。これは多分、

土地開発公社の物件で一時借入という手

法を取ったと思うんです。１年間通年で

借りていたものを、これは一時借入に当

たらないと以前指摘した中で改善したと

思うのですが、それが半年だけ借りて、

残り半年が空白になっているんです。もっ

と具体的に言うと、１０億６，９００万

円を土地開発公社では１年間で借入をし

ております。さらに、補助金として２，

５００万円、これは補給金という名称に

なっていて、土地開発公社の財産区財産

からの借り入れに対する補給金７７０万

円という形になって、残り１，７００万

円が準備金に組み入れられているんです。

　ですから、一点は一時借入金で財産区

財産から借り入れていたものが、なぜ半

年しか借りていないのか。もう一点は、

財産区財産から市役所が借入をして、市

役所から土地開発公社に貸し出しをして

いるというふうに思うのですが、この辺

についての市役所と土地開発公社との覚

書があって、そういうふうに金の授受を

しているのかお聞かせいただきたいと思

います。
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　先ほどの２，５００万円についても、

一点はこの２，５００万円、要は土地開

発公社に対する補助金のあり方というこ

とを考えると、他市では監査請求が来た

市もあるようでございます。その２，５

００万円の補給金のあり方ということで、

補助金団体でも何でもない土地開発公社

に対して補助金を出すに当たっては、本

来、条例もしくは覚書の中で操作をしな

ければならないと。それを制約している

のが、理事長が副市長で、そこの理事が

大概行政の役員ということですから、よ

り厳しくなっているんです。ですから、

その２，５００万円の動きと１，７７０

万円の余った分を準備金に持っていった

部分についての見解をお聞かせいただき

たいと思います。

　それと、法人市民税についてですが、

法人市民税を質問していくのが目的では

なしに、私は法人の、一般質問でも話を

させていただきましたが、摂津市の企業

の実態が何社あるのかというのを追跡調

査で調べさせていただいております。こ

れは摂津市内事業所調査、人員６名をか

けてやった分ですけど、その実態からい

きますと、法人、個人をがっちゃんこし

ているのがこの事業所データ調査だと思

うのですが、３，９１６件を調査して、

その当時は１，２０１件が行方不明だっ

たというふうに出ているんです。

　今回、この決算に当たって資料請求を

いたしましたところ、摂津市での法人均

等割で出されているのが、減免法人も入

れますと３，００９社、法人税割で表わ

されているのが１，１２９社ということ

で、実態としては均等割は必ずいただい

ていると思うのですが、こういう状況で

あるということがわかりました。

　ただ、この中で法人税割で１，１２９

社というところしか利益を上げていない

という点について、税の方に聞くのも何

ですけど、簡単な質問といたしまして、

この３，００９社というのはどういうふ

うな調査をされて、企業を把握している

のかお聞かせいただきたいと思います。

　それから、消防関係で決算概要の１３

８ページに指令・通信関係のことが載っ

ているんですが、これは後ほど防災でも

話していきますが、これからは広域行政

と通信網の整備ということが必要不可欠

になってくると思います。その中で、国

が出されております指針の中で、消防の

指令業務の共同化というのがいろいろと

動かれて、摂津市でも吹田市と摂津と共

同で広域化に係る勉強会をされていると

いうことも伺っておりますが、現状の進

捗状況と、茨木と吹田と伺っております

が、消防行政が考える共同の考え方と、

総務防災もしくは市長公室になるのか、

政策的なことですから、考え方、双方お

聞かせいただきたいと思っております。

　決算上でいきますと、消防指令につい

ては２，４００万円が執行されているん

ですが、これを単独してやると、新たな

る国の指導に基づいてやると相当な費用

もかかってくるということで、他市では

それこそ広域消防行政をやっているとこ

ろもあれば、通信指令については共同で

やっているというようなことになってい

ます。この１年間の動きについてお聞か

せいただきたいと思います。

　それと、事務報告書の最後の救急搬送

の実態なんですが、４３８ページです。

年間出動件数４，１３３件、搬送が３，

８３０件、非常にご苦労いただいている

んですが、この１年間を通じて気になっ

て、私も体験をしたんですが、消防に緊

急で１１９お電話を入れて、消防自動車

が現地に着くのには非常に早く来ていた

だいております。これについては、市民
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の方からも非常に評価をいただいている

んですが、ただ、それから病院を探すま

での時間が相当かかっておるように伺い

ます。

　事前に消防からの資料をいただいてい

ますと、摂津市内での救急搬送率が非常

に低いんです。他市の吹田、高槻、東淀

川、守口、こういったところにゆだねな

ければならない状況であると。こういう

状況を伺っているんですが、消防で具体

的に実態、１１９にかけて、現地に行っ

て、それから病院を探すのにどんな状況

になっているのかお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、決算概要の１３８ページ、

これも消防団活動事業費のところなんで

すが、消防団の活動の関係で、これも大

型災害になったときのことを想定します

と、消防団には一般の方と市の職員、議

員も入っています。その中で、大型の災

害になると所管がどこに属するのかとい

うことが非常に気になっておりまして、

先ほども出ておりましたように、災害対

策本部を設置したときに、市の職員は消

防団活動を優先するのか、災害対策本部

の指示を優先するのか、この点について

お答えいただきたいと思います。

　もう一点については、この消防団につ

いては、消防団の規定の中に報償規定が

載っております。さらに、出動した場合

に１人２，０００円の部分が載っており

まして、出動した場合の１人２，０００

円の場合は労働の対価という認識はでき

るんですが、市の職員並びに市議会議員

が報酬並びに給与をいただいている中で、

その報酬をいただくというのがいかがな

ものかと。

　もう一方での規定というのは、地区振

興委員に関しては、これは報酬が伴うの

で、もう一方での理由もありますけれど

も、報酬だけを考えると、これについて

は市の職員並びに市議会議員は地区振興

委員にはなれないという規定もあります。

　もう一方では、我々議会活動等検討委

員会の中で、それぞれ外部の委員会につ

いて報酬が伴うことは自粛をしてまいり

ました。そういう経過の中で、消防団員

の命令指揮系統はどうなっているかとい

うことと、報酬の部分と、市議会議員の

消防団の加入の方針について見解をお聞

かせいただきたいと思います。

　昨年度もそういったことで費用が発生

しておりますので、よろしくお願いいた

します。

　それから、消防の関係で、予備費、決

算概要の２８ページ、これは先ほどから

いろいろと出ておりますけれども、こと

し３月１１日の震災に出動し、本当にご

苦労をいただいて、総務常任委員会とし

ても報告会も持たせていただいて、行っ

た現地の報告をつぶさに伺わせていただ

きました。行った職員のスライドも見せ

てもらったんですが、そのときに、やは

り行くのにはかっぱが一番よかったとか、

装備が不十分だったとか、いろんなご意

見をいただきました。

　その当時は、７５万２，０００円で消

防費、需用費を使って装備品関係をそろ

えたということになっているんですが、

私は本会議も言いましたように、３月１

１日以降、これから防災計画を組む以前

に、まず今何ができて、何をやらなけれ

ばならないかということを９月の本会議

でも指摘をさせていただきました。その

中では、備蓄品や装備品というのを、今

は大概１８か所が、地上面にあるものを

できるだけ学校現場、民間に協力をいた

だいて高所に持っていきなさいというよ

うな話もさせていただきました。そういっ

たことでは、これは決算ですけれども、
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３月１１日の東日本大震災以降、行政が

防災で動いていた内容についてお聞かせ

いただきたいと思います。

　そういった面では、消防並びに防災と

して、今の摂津市内における装備につい

て、何を充実しなければならないか、こ

の点についてお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、この４月から市営住宅が総

務常任委員会の所管になりました。久々

に質問できるということで、うれしく思っ

ております。

　市営住宅が着々と建設されておりまし

て、平成２２年度の継続費で建築関係に

つきましては、１６億３，６００万円、

事務報告書で市営住宅の関係で出ており

ますのが２２６ページに載っております。

　一つは、事務報告書の書き方も指摘し

ておきたいと思うのですが、もともと市

営住宅等建設工事と書いているから事務

報告書での工事請負費１４億８，７５０

万円ということで、金額は市営住宅だけ

はなしに、ここに隣接する地域福祉活動

支援センターの建設事業と外構事業も入っ

た工事請負金額になっているということ

です。ならば、ここで例えば、福祉のほ

うからの視点で質問するときでも、この

事務報告書ではなかなかわかりにくいん

です。

　予算については、継続費では民生費で

２億６，２００万円、市営住宅で１６億

３，６００万円、トータル１８億数千万

円の工事が、落札差金を考えると、３億

数千万円安く落札しているということを、

これは両方を見ないとわからないんです。

それが工事前払金でも歴然として出てい

るんです、７，０００万円というのが。

この７，０００万円の内訳というのが、

業務委託で４２２万円といっても、３９

０万円が市営住宅、福祉センターが３１

万６，０００円、こういったことなんで

す。だから、この点については今後見や

すくなるように改善していただきたいと

いうことで、これは要望しておきます。

　こういった市営住宅等の建設をしてい

るにもかかわらず、隣にあります三角地

のところ、温水プールと市営住宅の進入

路の三角地２，０００平米を、今回はな

ぜ工事範囲の中に入れて取り組まなかっ

たのかということについて、まずお聞か

せいただきたい。

　これについては、あの三角地というの

は将来の温水プールの建てかえ用地とし

て残すというのを伺っているんですが、

それがこれから１０年、１５年先、２０

年先になるかもわからない中で、そのま

ま空き地で置いておくと、それこそ維持

管理費が非常にかかるということの中で、

一帯工事として一時駐車場などに活用す

る必要があると思っているんです。だか

ら、その点について、なぜそこまでの広

範囲で考えられなかったかという点につ

いても１回目から聞いておきます。

　それと、市営住宅の政策空き家につい

て、事務報告書の２２５ページにあるん

ですが、政策空き家を持っていたから東

日本大震災の被災者が摂津市に来られて、

政策空き家の中で住まれているというふ

うに伺っております。現在、鳥飼八町と

一津屋第１、第２、ここで３室が政策空

き家として残されているんですが、政策

空き家の基本的な考え方、何室を本当は

持っておかないといけないのかという点

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それと、市営住宅の使用料収入の未済

額、滞納分が６４７万８，７００円、平

成２２年度末で。実態が非常に高額に滞

納されている方がおられます。１世帯で

１７７万５，４００円、もう１世帯が１
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６５万５，２００円、次の方で７５万４，

０００円、こういった市営住宅使用料の

滞納があります。

　調べていくと、言葉を選ばないといけ

ませんが、生活保護の方は１６世帯が市

営住宅に入られているんですが、滞納者

がゼロなんです。それを調べていくと、

市営住宅での滞納分が６４７万８，７０

０円、この実態はどういう生活をされて

いるのかということを把握しているのか

という点がまず一点。

　これがさっき出ていた不納欠損の関係

でいきますと、一番ためている方が５４

か月、今年度の決算を見ると不納欠損額

がゼロになっているんです。この市営住

宅については、４年６か月前まではすべ

ての方が入金されていたのかというふう

に私は思うんですが、この流れについて

はどうなっているのかお聞かせいただき

たいと思います。

　防災についてですが、これも先ほどの

予備費のところでも出ておりましたが、

一般質問でも話をしました。総務防災と

して改めて聞かせていただきますが、３

月１１日以降、本当に今の避難場所、避

難地、防災という啓発活動を含めて、ど

ういう取り組みをされたのかという点に

ついて改めてお聞かせいただきたいと思

います。

　それと、市立集会所の助成事業、５４

ページに載っておりますが、市立集会所

５１か所を昨年の熱中症対策の中でも一

時避難場所として提供してはどうですか

という部分とか、これまで地域福祉ネッ

トワークという部分の中で、これからは

より小地域の中で活動拠点を持っておか

なければならないですよという話もさせ

ていただきました。

　今、市立集会所の利用度がどういうふ

うになっているかというのも把握してお

りませんが、まず市立集会所の利用頻度

と市立集会所の将来的な考え方、さっき

の維持補修の考え方なんですが、市立集

会所の考え方についてお聞かせいただき

たいと思っております。

　それと、人件費事業の中で決算概要の

５０ページ、人件費で職員のパートタイ

マー等退職金共済事業費負担９９万８，

０００円が計上されております。パート

タイマー等退職金共済というのは、本市

の特別会計としてあるんですが、アルバ

イト、パートさんがこういった共済に入っ

ているという実態についてお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、工種別の工事検査ですが、

事務報告書の７９ページで完成検査、出

来形検査、中間検査、臨時検査といろい

ろ区別されているんですが、大概の工事

というのは、本来は工事工程表を原課か

らいただいて、見積もりを見ながら仕様

書を見て、それで原課と打ち合わせをし

てから中間検査、完成検査、こういった

ことが私は当たり前だと思っているんで

すが、事務報告書を見ると中間検査を行

えば完成検査がない、完成検査をやって

おけば中間検査がない。最近、公共施設

の壁の一部が崩落したとか、クラックが

入っているとか、陥没したとか、植樹が

枯れたとか、いろいろな諸問題が上がっ

ておりますが、私は一方ではもう少し検

査体制を強固にしなければならないとい

う視点から質問させていただいておりま

す。

　この基準があれば教えていただきたい

と思いますし、建築、土木、設備、その

他、こういったところの検査体制につい

て、だれがどのようにしているかお聞か

せいただきたいと思います。

　もう一つ、指定管理者選定委員会の運

営事業について、決算概要５６ページで
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すが、これも過去からずっと言い尽くし

てまいりました。市民図書館がようやく

民営化されて、民間がされたときに非常

にサービスが向上したと、非常に評価を

受けております。残りの指定管理者につ

いてどうしていくかというのは、先ほど

ありましたように、昨年の８月にこれか

らの指針を見させていただいて、私も早

期にあるべき姿を目指してほしいという

ことで了解もいたしました。

　ただ、それ以降、話を聞くところによ

ると、先ほどの報告もありましたように、

検討委員会を立ち上げる、それも民間の

方を入れながら、１回切り現場を見て、

それでわかったような動きをしているよ

うなことが小耳に入ってまいります。本

来、指定管理者制度を継続するのか、委

託するのか、これが行政の方針を出さな

いことには、どんな立派な先生を呼んで

も方針は出ないと思うんです。この点に

ついてお聞かせいただきたいと思います。

　それから、決算書７７ページからいろ

いろと出ているんですが、これは先ほど

言いました土地開発公社補助金２，５０

０万円、これが違法ではないのかと。補

給金という言葉に変えて、剰余金を準備

金に１，７７０万円、１年間で譲り渡し

て、もともとあった準備金８億数千万円

が今は９億円を超えていると。事務所経

費については別枠で持っている中で、準

備金に補助金を充当してもいいという、

議会としては承認した覚えがないと、こ

れについて見解をお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、監査委員事務局についてで

ございますが、工事技術調査業務委託料、

計上はしていても決算ではゼロ、基準は

どこに置いているのかなと思います。平

成２２年度は箱物というのは相当動きま

した。今言いました市営住宅にしても、

１４億６，０００万円という大規模工事

です。これに対して工事技術調査業務が

執行されていないというのは、これまで

必要だと言っている部分の見解を改めて

聞かせていただきたいと思います。

　それから、基幹統計調査事業、決算概

要７４ページ、事務報告書１５ページに

載っているのですが、基幹統計調査事業

で予算を計上されて、４４０数社をもの

づくり産業で調査をしたり、摂津市の８

３０社ほどのものづくり産業があるんで

すが、なぜ４４０社だけで、何を調査さ

れたのか。それも、指導員２名、調査委

員２名、その４名もかけて４４０社であ

ると、その内容をお聞かせいただきたい

と思うし、目的は何だったのかというこ

とをお聞かせいただきたいと思います。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午後３時　７分　休憩）

（午後３時４０分　再開）

○野口博委員長　それでは、再開します。

　答弁を求めます。北野次長。

○北野総務部次長　それでは、三好委員

の財政運営に係るご質問にお答えします。

　まず、実質収支とたばこ税の大阪府交

付金返還金の問題についてでございます

が、ご指摘のとおり、実質収支は一般会

計２億３，０００万円程度でございます。

確かに、９億６，７００万円を翌年度に

繰り越すべき財源と考えますと、ご指摘

のとおり、計算いたしますと７億３，７

００万円の赤字ということでございます。

しかしながら、これは歳出予算を組んで

おるわけではございませんので、繰り越

すという手続ができないという形を取ら

ざるを得ないということでございます。

　したがいまして、今回、我々がどう扱っ

たかといいますと、たばこ税増収分につ

いては、すべて財政調整基金に一たん積

ませていただいて、その結果、主要基金
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の平成２１年度の残高が５０億６，００

０万円ございましたので、これが２２年

の決算残高で６０億８，０００万円にな

ります。これに９億６，７００万円のた

ばこ税大阪府交付金返還分を相殺します

と、実質的には５１億３，０００万円と

いうことで、２１年度の主要基金５０億

６，０００万円を温存できたという形で

評価させていただいておりますので、こ

ういう形で取り扱いをしたということで

ご理解をいただければと思っております。

　続きまして、市債発行額全体の考え方

というお問いでございました。

　これにつきましては、第四次行財政改

革の財政運営の項目に述べておりますと

おり、建設事業債を約１５億円、これを

続けてまいるというキャップをはめてお

ります。これで財政運営をいたしますと、

基本的に残高がこの決算で、一般会計が

２６７億２，０００万円ございます。ピー

ク時に比べて約６割まで落としてきたわ

けでございますが、これをさらに私ども

は、いわゆる標準財政規模のベースに近

づけたいと。１５億円というキャップを

はめて、市債を発行抑制いたしますと、

平成２９年度には２００億円を切るので

はないか、こういう形で市債の残高を減

らしながら主要基金を温存してまいると

いうのが基本的な財政運営の考え方でご

ざいます。

　続きまして、次に健全化判断比率の件

についてご質問がございました。

　健全化判断比率には、実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率がご

ざいますが、共通しますのは、ご指摘に

もございました分母が標準財政規模でご

ざいます。標準財政規模は、交付税上の

基準財政収入額を割り戻しまして、標準

税収入７５％をかけてあるものを割り戻

すわけですが、それに普通交付税、プラ

ス臨時財政対策債というのが分母になっ

ておるところでございます。

　ご指摘のとおり、標準財政規模が毎年

減少いたしております。平成１９年度は

２１５億３，０００万円の標準財政規模

でございました。この決算では１８５億

８，０００万円、ちなみに２３年度の普

通交付税の算定が済んでおりますので、

これを計算いたしますと１８０億８００

万円、１８０億円ラインまで落ちてきて

おります。

　ただ、この標準財政規模というのは、

その市の体力を示す指標でございますが、

いわゆる税収が落ちれば、基本的には交

付税なり臨時財政対策債が入るというこ

とでございますので、我が市は平成２３

年度も不交付でございますので、この１

８０億８００万円には臨時財政対策債５

億２，０００万円程度が入っておるわけ

でございますが、ここの部分で税が減れ

ば、一定、交付税なり臨時財政対策債が

補てんされますので、今の摂津市の体力

ベースで考えれば１８０億円程度まで落

ちてきたということでございます。

　特別会計に対する影響ということでご

ざいますが、これは連結赤字比率に関係

する指標になってまいります。

　まず、私どもの特別会計で一番難儀で

あると思っているのが国民健康保険特別

会計でございます。これは、当然ながら

高齢者がふえてまいりますので、繰り出

す額がふえてまいります。私どもは法定

基準の繰入以外に基準外の繰入として約

３億円の一般財源を投入してまいってお

ります。このことによって、国保財政の

赤字幅が減少しているというふうには評

価はいたしております。

　公共下水の特別会計なんですが、これ

も後ほどのご質問にありました市債の発

行との関連もございますが、いわゆる指
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定金以外の借入先、競争に付して縁故債

を借り入れる、そのすべてを資本費平準

化債、ここに充てております。ご質問で

もありましたが、１％を切るような利息

で入札をいただいております。昨年は０．

９５％、ことしは０．９３％、政府の国

債並みの金利で入札いただいております。

これも昨今の金融情勢を考えますと、金

融機関の運用先が非常に困っておられる

ので、そういう意味で地方公共団体に貸

し付けるという判断を取られたのかと。

過去は１％を上回っておったわけなんで

すが、そういう低利な起債を公共下水に

貼りつけることによって、公共下水の今

年度の決算も若干の赤字でございますが、

より公共下水道特別会計の健全化に資す

るという形で努力をいたしておるところ

でございます。

　市債の発行の状況のご質問がございま

した。

　市債発行の手続でございますが、かつ

ては市債発行をするためには大阪府知事

の許可が必要でございました。それが規

制緩和されて、同意制になったわけでご

ざいますが、我々事務サイドから言いま

すと、許可制が同意制に規制緩和された

からといって手続が変わったのかという

と、全く変わっておりません。依然とし

て、事務のルールを申し上げますと、５

月に一次の申請、予算ベースの申請を上

げ、１２月に決算見込みが出ておれば、

そこで変更の申請を上げ、最終的には三

次の申請が２月にございます。２月の申

請が終わって、大阪府が同意なり許可を、

大体建設事業費が年度末に集中しますの

で、３月末日の同意書というのを市役所

に送ってもらいます。銀行や政府資金も

そうなんですが、同意書がなければ貸付

をしていただけないというような状況も

ございまして、３月末から４月、５月の

出納整理期間に起債が集中するというよ

うな形になっております。

　続きまして、一時借入金の問題でござ

います。

　一時借入金の手続でございますが、先

ほどの起債の件でも申し上げたのですが、

市債発行が年度末に集中するということ

は、その償還も年度末ないし出納整理期

間中に集中するということで、公債の償

還でありますとか、あるいは建設事業の

竣工金でございますとか、そういうもの

の支払いが生じてまいります。それと同

時に、旧年度と新年度が入り混じって支

出が出てまいりますので、会計室で当然

原課に対して資金需要を調査していただ

きまして、タイトになる時期を原則一時

借入金で埋めるというような方法で調査

をいただいております。

　それを受けまして、我々は先ほど申し

上げました主要基金を中心に繰り替え運

用を行うと、この繰り替え運用を行うこ

とによって、通常、市中銀行でしたら短

期プライムレートということになります

ので、１．４７５％というような金利に

なるのですが、繰り替え運用や先ほどご

質問にございました財産区の積立金を運

用することによって、大口定期並みの金

利、０．０５から０．２５％の間の借入

金で済んでおります。

　実際、一時借入金の償還額ですが、決

算では２５４万２，０００円になってお

るところでございますが、これが仮に市

中銀行に短プラ１．４７５％で借入をい

たしますと、約２，２００万円程度の一

時借入の償還金が要るということで、先

ほどの財政運営のところも申し上げまし

たが、主要基金が５０億円あるからこそ

基金の繰り替え運用ができるというよう

な形になっております。

　土地開発公社に対する補給金の問題と、
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財産区財産の積立金の関連のご質問がご

ざいました。

　土地開発公社の補給金は、平成１９年

度から２，５００万円、利子補給という

目的で補助をいたしております。そもそ

も土地開発公社は市の先行取得依頼をもっ

て土地を取得します。土地の取得の財源

は土地開発公社にはございませんから、

土地開発公社は市中銀行から借入を行っ

て、その財源を生み出します。本来、土

地開発公社に先行取得依頼した土地は、

原則５年以内に買い戻すというのが原則

論でございます。ところが、一般会計の

財政事情であるとか、事業の進捗状況で

あるとか、塩漬けになっている土地がご

ざいます。この土地を保持し続けようと

思えば、いわゆる市中銀行から短プラの

レートでもって半期ごとに借りかえを繰

り返すという事務処理を行わなければな

りません。これによって、通常取得した

価格と簿価格の差が出てまいります。こ

の差が大きなものがございまして、平成

１９年度から利子補給、今までも含めて、

この利子を軽減するという名目で貸付を

しました。これが１点目でございます。

　もう一点の財産区財産の積立金でござ

いますが、これは三好委員ご指摘の２１

年度の決算審査であったと思います。財

産区の積立金を会計室で一時借入金と称

して会計年度を通して借りているのでは

ないかというご質問があったと思います。

　一時借入金の基本的な道理から言えば、

先ほど申し上げたように、資金ショート

したときに入れるということでございま

すので、実際、我々と公社と会計室と協

議いたしまして、会計室が平成２２年度

の半期は今までどおり財産区積立金を一

時借入として持っておったのですが、９

月以降、いわゆる土地開発公社が市中銀

行から短プラで１．４７５％で借り入れ

るより、財産区積立金の０．２５％で貸

し付ける、このことによって利差額を生

み出して、土地開発公社の簿価の低減に

努めたということで、財産区財産の積立

金を会計管理者の権限の中で貸付してい

ただいたということでご理解いただきた

いと思います。

　市中銀行の金利の関連でございます。

　先ほど競争に出すのは公共下水の資本

平準化と申し上げました。残り約半分、

指定金３行がございます。平成９年以前

はすべての縁故債がほぼ当時の三和、大

和、大阪、今は三菱東京ＵＦＪ、りそな、

近畿大阪銀行になっておりますが、過去

は指定金との関係性から、縁故債につい

ては指定金に引き受けていただいたとい

う経過がございます。

　これは、会計室において派出の事務負

担でございますとか、公金の振込手続で

ありますとか、こういうことが無料で行

われておったと、そういう過去からの関

係性の中で指定金に全額引き受けていた

だいたんですが、平成９年度以降、財政

といたしましては、できるだけ金利の低

い金融機関と貸付契約を結びたいという

ことで、おおよそ縁故債のボリュームと

して半分ぐらいは外で競争に付したいと

いうことで、指定金と話し合いをさせて

いただきました。そういう形で、平成９

年以降はおよそ半分程度は競争に付し、

半分は指定金との関係性の中で金利を決

めさせていただくと、これも私どもが指

定金の当番行と交渉をさせていただき、

周辺の市町村の状況もいろいろ拝聴しな

がら、金利交渉によって１．９９％とい

うところに落ちついたということでござ

いますので、ご理解いただきたいと思い

ます。

○野口博委員長　西川防災管財課長。

○西川防災管財課長　三好委員のご質問
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にお答えいたします。

　１点目ですが、３月１１日の東日本大

震災以降の摂津市の災害支援の取り組み

と、防災についての考え方についてお答

えします。

　まず、３月１１日以降、ご存じのよう

に消防職員の現地への救助活動の派遣と、

それ以降、水道部の職員が岩手県で給水

活動、そのほか一般職員も２名を岩手県

に派遣し、物資の仕分け作業に従事して

おります。

　また、３月２３日に大阪府から要請が

ございまして、摂津市で備蓄しておりま

す災害用の乾パン、アルファ化米、消毒

液等を現地に支援物資として送付いたし

ております。

　また、３月１１日以降の取り組みとい

うことで、防災についてですが、東日本

大震災においては非常に大きな津波被害

がございましたので、摂津市においては

今までは浸水被害ということだったので、

避難所、避難地についての増強を図る必

要があるということで、民間企業や私立

大学に一時避難所としての位置づけの防

災協定をお願いするということを行って

おります。

　また、避難勧告マニュアルというのを

発注いたしておりますので、迅速に避難

所へ避難できるようなマニュアルの作成

について今取り組んでおります。

　別途、出前講座等が市に多く寄せられ

ておりますので、その機会において防災

教育を実施してまいりました。

　その中で、何を充実しなければならな

いかということについてですが、やはり

現地では備蓄用品というのが非常に不足

しているという事態がございますので、

この前の一般質問でもございましたが、

備蓄の増強をして、適正な配置をすると

いうことが必要であると考えております。

　続きまして、２点目の三島住宅西側の

三角用地についてのご質問にお答えさせ

ていただきます。

　三島住宅の西側にございます用地につ

いては、現在、三島住宅の工事において

現場事務所として一部使用させていただ

いております。これにつきましては、先

ほどもありましたように温水プールの建

てかえ用地として計画されているもので

して、その予定で使うものとして考えて

おりますが、委員ご指摘のとおり、有効

利用というのも必要なものではないかと

思います。

　ただ、有効利用をするに当たりまして

は、進入路についての問題がございます。

進入路については確立されたものはござ

いませんので、現状の水路等、その管理

者との協議が必要ですが、そちらの進入

路等も検討してまいらなければならない

かと思っております。

　続きまして、政策空き家についての基

本的な考え方についてですが、政策空き

家の目的としましては、老朽化しました

公営住宅の建てかえであるとか、大規模

補修等に伴います、既存施設の募集を停

止して、政策空き家に一時的に入ってい

ただくということを目的とした空き家で

ございます。

　現在２２戸ございますが、そのうち鳥

飼野々団地、鯵生野団地につきましては

建てかえが当然含まれておりますので、

そちらには入居していただいていないと

いう状況でございます。

　続きまして、市営住宅の滞納対策、流

れについてでございますが、市営住宅の

使用料の収入未済額が６４７万８，７０

０円となっております。これにつきまし

ては、１２世帯でございます。その内訳

としましては、先ほどご説明にありまし

たように、１７０万円という高額な方も
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おられます。その方の中には、生活保護

を受けられている世帯６世帯が含まれて

おります。これにつきましては、過去と

現年度分が含まれて滞納額として入って

おりますが、現年度分の中には生活保護

世帯は含まれておりません。過去の分に

含まれております。過去の分も含みまし

て、市は市営住宅にお住まいの方に直接

会わせていただいて、督促、催促を行い

がら解消に当たっているという状況でご

ざいます。

　続きまして、市立集会所の利用頻度と

将来的な考え方についてご説明いたしま

す。

　平成２２年度の集会所の利用頻度につ

きましては、５１か所ございますが、トー

タルで７，４９０件の利用ございました。

平均でいきますと１か所当たり１４７件

であるんですが、これは平均値でござい

まして、一番多いところで６０３件、少

ないところで６件という、非常に頻度の

幅がございます。これにつきましては、

施設の老朽化や立地条件で使用しやすい、

使用しにくいという条件が加味されてこ

ういう結果になっていると思います。

　集会所の今後につきましては、第四次

摂津市総合計画で集会所の活用促進を図

るとともに、他市と比べて集会所の数が

比較的多く、地域に密接に結びついた施

設であることから、適正配置や運営を検

討しつつ、効率的、効果的な活用の促進

に図りますという内容になっております。

　今後は、集会所が先ほども申しました

ように老朽化しているということで、建

てかえ時期については、集会所の統合も

視野に入れなければならないと考えてお

ります。しかし、地域に皆様と協議を行っ

て、同意をいただきましたら皆様に愛さ

れる、心地よい新たな施設づくりを目指

してまいりたいと考えております。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午後４時　７分　休憩）

（午後４時１０分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　西川課長。

○西川防災管財課長　どうして市営住宅

使用料に不納欠損がないかについてお答

えさせていただきます。

　この住宅の滞納については、私の債権

であり、時効の援用がないため不納欠損

で落としていないということです。

○野口博委員長　川崎課長。

○川崎市民税課長　それでは、法人市民

税の課税における企業の把握という点に

ついてお答えさせていただきたいと思い

ます。

　委員ご指摘のとおり、平成２２年度の

法人市民税の課税数は、事務報告書の６

４ページも記載がありますように、減免

法人が９ありますけれども、それ以外に

課税しておる１号から９号法人まで合計

しますと、ちょうど３，０００事業所と

なります。他方、市内事業所状況調査で

は３，９１６件の事業所に対してこの調

査をされておるところでございますけど

も、そういったことで、事業所の把握で

差異があるということについては、一定

承知いたしております。

　ところで、この法人市民税の課税につ

いてですが、法人市民税では「地方税法

の施行に関する取り扱いについて（市町

村税関係）」の総務大臣通知において、

事務所または事業所とは事業の必要から

設けられた人的及び物的設備であって、

そこで継続して事業が行われる場所であ

り、事務員を配置せず、専ら従業員の宿

泊、監視等の内部的、便宜的目的のため

に供されるものは事務所等の範囲に含ま

れないものとなっております。さらに、

事務所等と認められるためには、その場
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所において行われる事業がある程度の継

続性を持ったものであることを要すると

し、二、三か月程度の一時的な事業の用

に供される目的で設けられる工事現場事

務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入ら

ないものとなっております。

　こうした要件を満たす登記法人に対し

て、国税である法人税が課税され、その

税額に基づいて法人市民税の課税事務を

府税と連携して行っているところでござ

いますけれども、その中で未申告法人を

洗い出し、申告書送付による督促といっ

た机上の作業とともに実地調査にも取り

組み、課税できる法人の捕捉に向けて現

在も行っておりますし、今後もそういっ

たことに努めていきたいと思っておりま

すので、ご理解賜りますよう、よろしく

お願いいたします。

○野口博委員長　納家課長。

○納家消防本部総務課長　市職員と消防

団員の兼職についての問いにお答えいた

します。

　非常勤消防団員は、平素は私人として

の資格であり、消防活動に従事するとき

のみ地公法上の特別職の資格を持つもの

であると理解しております。したがいま

して、一般職たる市職員を消防団員とし

て兼職していただく場合は、地公法第３

５条の規定に基づく職務に専念する義務

を市職員として怠らない限りにおいて、

禁止されるものではないと理解しており

ます。

　具体的には、大災害時には消防団員で

ある市職員は、災害対策本部が優先され、

情報収集、または命令等の業務に当たり、

消防団活動が不可能になります。

　しかし、委員ご指摘は深く認識はして

おりまして、市職員と消防団員の立場の

あり方については今後の課題として取り

組んでまいりたいと思います。

○野口博委員長　明原課長。

○明原警備第２課長　それでは、消防指

令業務の共同運用に向けての検討状況に

つきまして、お答えさせていただきます。

　従来、消防指令業務につきましては、

自治体消防の原則に基づきまして、各市

町村の消防本部ごとに消防指令通信施設

を整備し、運用してまいりました。

　消防指令業務の共同運用につきまして

は、先ほど委員からご紹介いただきまし

たとおり、総務省消防庁が消防力の効率

的運用や費用面での節減効果があること、

また、市民サービスの向上と行財政上の

効果が認められることなどから、消防指

令業務の共同運用を推進しております。

特に、消防通信指令施設の構築及び維持

管理に係る経費につきましては、非常に

高額となることから、費用の低廉化を図

る必要がございます。

　また、近年、災害が複雑、多様化する

中で、高度かつ迅速な災害対応が求めら

れているとともに、大規模災害時には近

隣市と連携し応援体制を強化し、広域的

に消防力を運用することが重要となって

いるものでございます。

　このことから、本市におきましては近

隣市との消防指令業務の共同運用につき

まして、消防体制の強化と消防通信施設

の整備運用に係る費用の節減等の財政面

での効率化の観点から、種々検討を重ね

てまいっておりました。

　平成２２年度以降の動きにつきまして

は、大阪府北ブロックの複数の自治体と

広域化や共同化について、想定できる範

囲で勉強会を立ち上げまして、その効果

や課題の整理を行ってきたところでござ

います。

　消防といたしまして、これらを検討い

たしました結果、指令業務の共同運用に

関して、吹田市、摂津市の組み合わせ、
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茨木市、摂津市の組み合わせを最終比較

検討し、吹田市との共同化が摂津市にと

りまして一番効果があるとの判断をいた

したところでございます。

　共同運用の組み合わせを検討するに当

たりましては、本市との隣接地域が広い

こと、司令センターの候補建物が免震の

構造であること、十三高槻線や大阪高槻

京都線などの主要幹線道路の状況、吹田

操車場跡地の開発の都市計画の状況など

を考慮し、消防サイドとして判断いたし

たもので、今後、吹田市消防、本市消防

の事務レベルで諸課題や諸手続の詳細に

ついて、さらなる検討を進めてまいると

いうことで考えております。

○野口博委員長　納家課長。

○納家消防本部総務課長　先ほどの市職

員と消防団員の兼務についての答弁で、

一点抜けておりましたので、追加させて

いただきます。

　地方公共団体の議会の議員と非常勤の

消防団員との兼職という点で抜けており

ましたので、お答えします。

　議会議員と非常勤の消防団員との兼職

は、法律上制限されていないと私たちは

理解しております。

○野口博委員長　樋上課長。

○樋上警備第１課長　摂津市内の救急搬

送と現場滞在時間の現状についてお答え

申し上げます。

　現在、摂津市内にある救急告示病院は

４医療機関があります。また、主な市内

救急搬送医療機関といたしましては、４

医療機関に千里丘協立診療所を加え、５

医療機関となっております。

　委員ご存じのとおり、平成２２年中の

市内搬送人員は１，２３０名で、これは

平成２２年中の総搬送人員の約３割程度

で、残りの７割は市外の医療機関に搬送

されております。

　救急隊の活動は、現場へ到着後、傷病

者の症状を観察し、病態を評価して重症

度、緊急度を判断し、それに対応した処

置を実施しながら、対応可能な直近の病

院へ受け入れ要請しておりますが、軽症

傷病者やかかりつけ傷病者であっても当

直医の専門診療科目外での受け入れを拒

否されることと、ベッドの満床、病院内

での患者の処置中などによりまして、受

け入れに時間を要しておりますのが現状

でございます。

　本市の現場滞在平均時間としましては、

平成１８年が約１１分、１９年、２０年、

２１年と約１分ずつ増加しており、平成

２２年は約１５分でございました。また、

平成１２年、市内医療機関に救急搬送さ

れました傷病者は２，３２９名で、平成

２２年の倍以上、搬送人員の約７割以上

でありました。

　参考でありますが、三島医療圏の各消

防本部のデータでありますが、現場到着

時間から病院到着までの時間になります

が、平成１２年、摂津市で約１３分、高

槻市で１５分、茨木市はデータがありま

せん。島本町で１５分。平成２１年にな

りますと摂津市が１０分ふえまして２３

分、高槻市が２０分、茨木市が２６分、

島本町が２４分となっております。高槻

市につきましては、市内医療機関搬送率

が９０％以上ですので、伸び率としまし

ても１０年で５分程度となっております。

そのほかに関しましては、各市にありま

しては約１０分程度伸びております。

○野口博委員長　消防長。

○北居消防長　先ほどの議会議員と消防

団員の兼務ですが、総務課長が答えまし

たとおり、法的には何ら規制はございま

せん。といいますのは、非常勤消防団員

でございますので、これが常勤でしたら

抵触しますけども、非常勤ということで
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兼職すること自体に問題はないと。

　ただ、委員ご指摘の部分は、恐らく手

当と費用弁償の概念、ここですが、費用

弁償の性格を有するものにつきましては、

いわゆる靴が減るとか、シャツが破れる

とか、そういったところでご理解いただ

きたいところなんですけども、退職報償

金、出動手当、現在３，０００円の部分

については、今は支給しております。こ

れを改正していくには、消防の所管事務

としてはなかなか難しいところであると

いうことをご理解願いたいと思います。

　今後、市の職員につきましても、兼職

職員につきましても、先ほど総務課長が

答弁しましたが、大災害時、または通常

の火災、それらに考え方を分けまして対

処していこうかと、事務処理しようかと

考えております。

　もう一件、今後の大災害時に備えまし

て、消防として今何が必要なものなのか

と、これは私からお答えいたします。

　今回、東日本大震災で大津波、救助状

況の映像をテレビで見てまいりましたけ

れども、初動体制から全般にわたりまし

て、消防団員の活躍が顕著でございます。

これを見ましても、消防団は地域防災の

リーダーであるということは明らかであ

ります。

　ただ、これを裏返せば、非常に危険性

が高い任務についておられる。地震、風

水害時などにはその最前線、川の近くま

で出動していただいて活動しているとい

うわけでございます。

　今何をするのか、どのような装備が必

要なのかと考えましたときに、やはりラ

イフジャケット、救命胴衣、ベスト型の

浮き輪のようなものですけども、いつ災

害が発生するか予想できない今の状況に

おきまして、全３２分団に必要数を早急

に装備すべきものと位置づけしまして、

取り組んでいこうと考えております。

○野口博委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、私から、

先ほど消防本部から指令台の共同運用と

いうことでご答弁がございましたけれど

も、そこで言う共同という意味合いと、

総合計画にあります協働のまちづくりの

協働との関係性はいかにというご質問で

あったかと思います。

　まず、消防指令台の共同運用の共同に

つきましてですが、これにつきましては

読んで字のごとく、ともに同じと書いて

おりますけれども、私ども摂津市消防本

部と吹田市ということで、そういう組み

合わせで進めるということでございまし

たけれども、どちらも消防という同じ目

的を持っております。なおかつ、公の公

務員、消防の職員という立場が同じでご

ざいまして、なおかつ活動内容、消防指

令台システムを一緒に運用しましょうと

いう内容が一緒なんです。ですから、目

的、課題、これと実際のお互いのたち位

置、何をするかという行動がすべて一緒

なんです。これはまさしく共同生活をす

るという、この字の共同であるかと思い

ます。

　総合計画の中で協働と申しております

のは、余り学問的になってはいけないの

ですが、考え方としましてわかりやすい

のが、例えば課題、目的としまして、子

どもの安全を地域で守りましょうという、

こういう共通の問題、目的があったとし

たときに、おのおの行政は行政としての

役割がございますし、警察は警察の役割

がございます。また、地域団体、親、学

校、ＰＴＡはそれぞれ立場が違うにもか

かわらず、一つの共通の課題、目的を達

成するために、おのおのができる範囲で

違う動き方をしながら、立場が違うけれ

ども同じ目的達成のためにいろんな活動

－54－



を、お互いに認め合いながらするという

形、ですから、目的は同じだけれども、

立場とやることが違う、でも目的は一緒

なんですという、こういう形を協働と。

　もう一つ、協同組合の協同というのが

あるんですけれども、これもいろいろと

考え方があろうかと思いますけれども、

余り字にこだわることなく、行政としま

しても、共に同じ場合もあれば、協力し

て同じ場合もれば、協力して働くという

協働の場合もあるのかなと、これは時と

場合によりけりだと考えております。

　いずれにしましても、今、協働のまち

づくりのワークショップをやっておりま

すので、あす最終回でございますけれど

も、その後に協働推進会議ということも

考えておりまして、来年度に協働と市民

活動支援の指針ということで出していき

たいと思っております。

　それから、政策推進に対する質問の二

つ目でございます。指定管理のお話でご

ざいます。

　今、委員から、これにつきましては行

政としてしっかりと方針を出すべきでは

ないかと。また、検討委員会をやってい

るけれども、そこで結論づけをするので

はなくて、しっかりと行政としてどうし

ていくのかという結論を出すのが先だと

いうようなことであったかと思います。

　私は外郭団体と指定管理ということに

つきまして、二つの側面があるのかなと

思っております。まず一つは、市として

いろいろ関係性を持ちながら、また主体

的に外郭団体をつくってきたということ

で、外郭団体そのものという見方と、指

定管理者、いわゆる公の施設の管理者と

しての指定管理者という立場、この二面

性があるのかなと思っております。

　まず、外郭団体に対してどうしていた

だきたいのかと、どうあってほしいのか

ということを、まず初めにお答え申し上

げますと、外郭団体の皆様に対しては、

やはり自分自身の強味と弱味、これをしっ

かりと分析していただきたいと思ってお

ります。その上で、外部環境としまして

自分たちの活動の助けとなるような外部

環境と、もう一つ、外部環境ではありま

すけれども、放っておいたら脅威となる

ような事がら、これらを強味、弱味と掛

け合わせながらきっちりと分析をしてい

ただいて、その上でどの団体にも中期の

経営計画みたいなもの、戦略的なものを

持っていただきたいと思っております。

　その上で、その計画を実行するに当たっ

て経営改善、改革をやっていただいて、

自主自立に向けた取り組み、改革を行っ

ていただいて、経営基盤の強化を図って

いただきたいと思っております。

　ここからが指定管理という二つ目の見

方でございますけれども、経営基盤の強

化を図ることによって指定管理者の候補

として、ほかの団体には負けないと、私

たちはこの点でアドバンテージがあるん

だというふうなところでしっかりと競争

力を高めていただきたいというふうに思っ

ております。

　ただ、今まで平成１８年度に第１期の

指定管理をやりました、２２年度まで。

２３年度から今度は３年間ということで、

継続して、図書館を除きますが、非公募

でやっております。この状況で、平成２

６年度からの新たな指定管理に向けまし

て、やはりアドバンテージをだれもが、

ふつうにここの団体はこうやっていて、

なるほど、この団体だったらこの施設に

ふさわしい、それだけアドバンテージが

あるよねというふうな客観的な部分をお

示しできないと、納得が得られないので

はないかというふうに思っておりますの

で、この辺につきましては、指定管理者
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の検討委員会の中で、外部委員も入って

いただいた中でフラットな議論を交わし

ていただいて、それを参考に私どもも施

設ごとに種類、性質を見ながら、最終判

断をしてまいりたいと思っております。

　もう一つ、最初に言いました、市とし

て外郭団体に対して方針を出すというこ

とですけれども、今まで指定管理の問題

を考えているときに、どうしても途中で

とまる要因がございました。それは、私

どもも今でも思っているんですけども、

この団体は私らが行政目的を達成する上

でどうしても必要ということで、設立に

関与、もしくはつくってきた団体でござ

います。そのことから、やはり私どもは

各団体に対してその運営について、どの

分野でどこまで行政として担保するのか、

危険負担をするのか、責任があるのかと

いうことを、委員ご指摘のとおり、そろ

そろしっかりとアナウンスをしていかな

ければならないというふうに考えており

ますので、この部分につきましては早々

に市と考え方をまとめてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいた

します。

○野口博委員長　総務部長。

○有山総務部長　北野次長から２，５０

０万円の補給金ということで説明させて

いただきましたが、反対の公社側から見

た場合の位置づけを少し答弁させていた

だきたいと思います。　

　委員ご指摘のように、事業純利益とし

ては１，７７７万７，３７３円、それと

差し引き後の当期利益といたしましては

１，７３１万５，１３１円という単年度

会計となっております。そもそも平成１

９年に補給金を開始しましたのは、当時、

非常にぐあいの悪い銀行がございまして、

私どもの借入をしている銀行の中で国か

らの指導ということで、利息を積みます

ような継続的な借り方というのは、借金

に利息が積んでいって膨らんでいくと。

銀行の側については、その都度、利益が

出ないということになって、国側の指導

がその銀行に入りました。そのことがあ

りまして、利息相当分については平成１

９年度から補足をして、一般会計から２，

５００万円繰り出すというふうにしたと

ころでございます。

　なお、平成１９年度、実際には２０年

３月３１日からなんですが、水道部から

５億円を借りるということで、銀行に対

しての金利負担の軽減を図ったところで

ございます。

　また、この２，５００万円、ご指摘の

ように利息との乖離があるということで

ございましたが、利息補給のみならず、

実は公社の土地であります、平成１５年

５月から土地を貸しておりまして、千里

丘の土地でございますが、パーク２４に

貸しておりまして、これに対して年間９

００万円ほどの収入があります。本来な

ら、この収入を公社の利息に充ててやる

べきところですが、貸すことについては

税務署に確認をしたところでございます

が、経理上、公社と摂津市という市の外

郭の所属する公社ということで、その収

入を公社に入れることがかないませんで

したので、一般会計で受け入れていると

ころでございます。その部分も含めまし

て、２，５００万円というのが当時計算

された額でございます。

　私どもとしましては、指摘のとおり、

金利との乖離もあることから、平成２３

年度予算については５００万円を減じ、

２，０００万円を予算計上したところで

ございます。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　先ほどの答弁の中

に、時効の援用がないからという答弁を
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させていただきましたが、それに加えて、

債権放棄の議決がないということも加え

させていただきます。よろしくお願いし

ます。

○野口博委員長　石原課長。

○石原人事課長　それでは、パートタイ

マー等退職金共済費負担金に係るご質問

にご答弁申し上げます。

　現在、退職金共済制度加入状況であり

ますが、平成２２年度におきましては学

童指導員ほか、非常勤４２名の加入となっ

ております。掛金としまして、１か月２，

０００円で、平成２２年度につきまして

は９９万８，０００円の執行となってお

ります。ちなみに、平成２３年４月１日

現在の加入におきましては、３７名となっ

ております。

○野口博委員長　宮木室長。

○宮木工事検査室長　工事検査に係りま

すご質問にご答弁申し上げます。

　まず、完成検査、出来形検査、中間検

査、臨時検査と区分けがあるが、本来な

らば工事１件につき、それぞれ中間検査、

完成検査があるのではというご質問です

けれども、各工事検査の定義につきまし

て、工事検査実施要綱では完成検査は工

事等請負契約の目的物が完成したとき、

出来形検査は部分払いの請求があったと

き、または契約の解除などによる工事等

の中止により確認を必要とするとき、中

間検査は工場などにおいて検査の必要が

あるとき、臨時検査は施行工程において

特に検査を実施する必要があると認める

ときと定義されております。

　したがいまして、今おっしゃっている

のは臨時検査の数が少ないのではという

ことであると考えております。

　臨時検査は、工事完成時には不可視と

なり、工事写真では確認しづらい工種に

ついて行っております。具体的には、重

要構造物の複雑な配筋工事、基礎工事、

完成後水没してしまう構造物や、仮設足

場解体前の建築外装工事などについて臨

時検査を行っているところでございます。

　以上のことから、完成後の工事目的物

が目視で確認できる場合や、不可視部分

が工事写真で確認できる場合には臨時検

査は行わず、完成検査のみとしていると

ころで、施工管理など工事担当課におき

まして日々自主的に行われる監督業務と

区別しておるところでございます。

　また、建築工事の場合、土木工事と比

較して使用する資機材の数が非常に多く、

設計図書や仕様書で求めているものと同

等以上の製品が必要数使用されているこ

との確認に多大な時間がかかっておりま

したが、平成２３年６月から工事検査室

は総務部参事を含め３名体制となりまし

たことから、この点は解消されているも

のでございます。

　そして、市営住宅建設工事などの建築

工事におきましては、工事完成後、不可

視となり、工事写真で完成しにくい工種、

例えば配筋検査など品質、耐久性、強度

に係る非常に重要な工事でありますので、

担当課と協議し、積極的に臨時検査を行っ

ているところでございます。

○野口博委員長　豊田局長。

○豊田監査委員事務局長　それでは、私

から監査委員事務局に係りますご質問に

対してご答弁申し上げます。

　このことについては、平成２０年３月

の委員会におきまして、委員から工事検

査室の検査と監査委員事務局におけます

工事監査について、どうなのかというこ

とについてご指摘いただき、検討してき

たものでございます。

　ご存じのように、工事監査につきまし

ては平成４年から１３年のこの１０年間

にわたり行っておりました。その後にお
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いては、行っていない状況であります。

　現在におきましては、この委託料につ

きましては、住民監査請求が出たときな

どにおいて、工事的なことについて一時

的な判断が必要になったときのために計

上させていただいているところでござい

ます。平成２２年度におきましては、そ

ういうふうな事例がなかったということ

で未執行になっているものでございます。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　それでは、私から

工業統計調査についてご答弁をさせてい

ただきます。

　工業統計調査は、統計法に基づく基幹

統計調査の一調査でございまして、全国

の工業の実態を明らかにすることを目的

としております。

　調査対象でございますが、市内の全事

業所のうち、日本標準産業分類表にござ

います製造業に該当いたします事業所の

調査となっております。

　この調査につきましては、毎年行って

おりますが、西暦末尾ゼロ、３、５、８

の年につきましては全事業所の調査、そ

れ以外の年につきましては従業者４人以

上の事業所を調査の対象としております。

　本来であれば、事務報告書に記載され

ております平成２２年度調査につきまし

ては全数調査を行う予定であったのです

が、平成２３年度に経済センサス活動調

査という調査がございまして、そちらで

全事業所を対象に調査を行うことになっ

ておりますことから、平成２２年度につ

きましては従業者４人以上の事業所のみ

を調査の対象としております。

　調査内容でございますが、産業分類別

に従業者数、給与、原材料使用額、製造

品出荷額、付加価値額、その他事業所の

資産などを集計いたしまして、工業統計

表として経済産業省より公表されており

ます。

　調査方法でございますが、市内を１６

８の調査区に分割しまして、２８の調査

員がそれぞれ担当の調査区を前年の調査

表を基に回りまして、調査区を現地調査

いたしまして、実際に事業所が活動して

いるかどうかということを現地調査し、

また調査表の配布及び回収を行っており

ます。また、新規事業所につきましては、

例えば看板でありますとか、建屋を現認

いたしまして、そちらが工業統計調査に

該当する事業所であると判断されました

ら、実際に訪問し調査表をお渡しすると

いう形で調査を行っております。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午後４時４５分　休憩）

（午後４時４６分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。

（午後４時４７分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　総務常任委員長　野　口　　　博

　総務常任委員　　村　上　英　明
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